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川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正素案）に関するパブリックコメントの実施結果と主な変更について 
 

１ 概要 

  川崎市地域防災計画は、災害対策基本法の規定に基づき作成する市の防災対策の骨格（基本計画）となるもので、今年度は、安全

で衛生的なトイレ環境の確保など「能登半島地震の課題」、気候変動に伴う風水害対応など「近年の防災を取り巻く状況」などを踏ま

え、震災対策編・風水害対策編（修正素案）を取りまとめ、市民の皆様からの御意見を募集しました。 

  その結果、１１通（総意見数３６件）の御意見・御質問をいただきましたので、御意見等の内容とそれに対する本市の考え方を次

のとおり公表いたします。 

 
２ 意見募集の概要 

題 名 川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正素案）に関する意見募集について 

意 見 の 募 集 期 間 令和７（２０２５）年１２月５日（金）から令和８（２０２６）年１月１５日（木）まで 

意 見 の 提 出 方 法 意見提出フォーム、FAX、郵送、持参 

意見募集の周知方法 
・川崎市ホームページ  ・市政だより（令和８年１月号掲載） 

・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所の市政資料コーナー、支所（仮庁舎）・出張

所、図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、危機管理本部危機管理部計画担当） 

結 果 の 公 表 方 法 

・川崎市ホームページ 
・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所の市政資料コーナー、支所（仮庁舎）・出張

所、図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、危機管理本部危機管理部計画担当） 

 
３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） １１通 （３６件） 

内訳 意見提出フォーム ４通 （２７件） 

FAX ０通  （０件） 

郵送 １通  （１件） 

持参 ６通  （８件） 
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４ 修正素案に関するパブリックコメントの実施結果 

（１）実施結果 

【御意見に対する本市の考え方の区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、修正案に反映させるもの 

Ｂ 御意見の趣旨が修正素案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 

Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの  

Ｄ 修正素案に対する質問・要望であり、修正素案の内容を説明・確認するもの  

Ｅ その他 
 

【御意見の件数と対応区分】 

項目 A B C D E 計 

地域防災計画に

関すること。 

（１）総則について １ ０ ０ ４ ０ ５ 

（２）予防計画について １ ７ ０ １3 ０ ２１ 

（３）初動対策計画について ０ ０ ０ ２ ０ ２ 

（４）応急対策計画について ０ １ １ ５ ０ ７ 

その他 ０ ０ ０ １ ０ １ 

計 ２ ８ １ ２５ ０ ３６ 

※ 具体的な御意見の内容と市の考え方については、次ページ以降を御参照ください。 
 
（２）主な意見と本市の対応 

  ア 主な意見 

    避難所環境の整備に関することをはじめ、民間事業者・関係団体との連携、被害の想定に関する御意見等が寄せられました。 

  イ 本市の対応 

   被害の想定における地震の規模に関する意見が寄せられたこと等を踏まえ、修正素案の一部に加筆をするとともに、所要の整

備を行い、「川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正案）」を取りまとめました。 

なお、修正案は、３月２３日に開催される川崎市防災会議に諮り、決定する予定です。  
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５ 具体的な御意見の内容と本市の考え方 

〔地域防災計画に関すること。〕 

（１）総則について（意見数５件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

風水害対策編 第１部第１章「計画の方針」に、高齢

者、障害者等においても、災害時の避難生活などにおい

て課題が顕在化しやすいことから、そのニーズの違いに

配慮し、当事者の視点を取り入れた防災体制の確立に努

めとあるが、具体的に記載されていないのではないか。 
認知症患者や医療を必要とする方などへの避難支援は

どのようになっているか。 
また、警戒レベル３未満の予防避難が必要だと考える。

（他同趣旨１件） 

 

令和６年能登半島地震において、災害時要配慮者等

（高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦や性的マイ

ノリティの方など）への配慮について課題が生じたた

め、この度の修正素案で、当事者の視点を取り入れた防

災体制の確立に努めることの記載を総則部分である第１

部第１章「計画の方針」に、追加したものです。 
災害時要配慮者等に対する具体的な予防対策や応急対

策については、既に風水害対策編の第２部第８章「災害

時要配慮者対策」や第４部第４章「医療救護・福祉対

応」等で位置付けており、この度の修正素案で、記載の 

追加を行っております。 
災害時の行動に支援を要する災害時要援護者について

は、御家族や支援者と話し合いながらマイタイムライン

で御自身の状況を整理するとともに、自主防災組織等の

地域支援組織における助け合いにより避難支援を行う災

害時要援護者避難支援制度を必要に応じて活用するなど

し、対応することとしております。 
また、警戒レベル３「高齢者等避難」が発令される前

の避難については、必要に応じて、住民等が自ら危険性

を判断して避難（自主避難）することを促すこととして

おり、発災時の状況に応じた適切な避難行動につながる

よう、引き続き、啓発に努めてまいります。 

D 
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２ 

震災対策編の被害想定調査の記載内容に震源及び想定

マグニチュードの表記がなくてよいか。 

震災対策編では、川崎市に最大の被害をもたらす地震

として「川崎市直下の地震」を、また、津波被害につい

ては、神奈川県が公表した津波浸水予測のうち、本市で

最大の浸水域・浸水深となる「慶長型地震」を、それぞ

れ想定地震とし、被害の概要を記載しているところです

が、地震の規模を表すマグニチュードを記載することは

必要と考え、御意見を踏まえ、震災対策編 16 ページから

17 ページまでの「１ 平成 25 年調査と平成 22 年調査の

川崎市直下の地震の被害概要」及び「２ 慶長型地震に

よる津波被害（平成 25 年調査）」に、地震の規模を表す

マグニチュードの記載を追加しました。 
なお、震源については、震源断層位置の設定などを含

め、想定地震の震源モデルについての内容を示した「川

崎市地震被害想定調査報告書」を市ホームページに掲載

しておりますので、市民の方々に活用いただけるよう、

引き続き、啓発してまいります。 

A 
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３ 

かわさき強靱化計画の目標に、経済活動を機能不全に陥

らせないとあるが、インフラの途絶による餓死者、病死者

を想定するべきであり、また、企業 BCP・行政 BCP・国

策 BCP の整備を進めてほしい。 

かわさき強靱化計画では、過去の地震被害想定調査を

基に、人的被害として、地震による揺れや火災、津波な

どによる死者数を減災目標として設定しているところで

す。来年度に実施予定の本市独自の地震被害想定調査に

おいて、令和７（2025）年に公表された国や県の調査結

果も踏まえ、令和６年能登半島地震で課題となった災害

関連死など、新たな調査項目も設定の上、実施するもの

としておりまして、新たな被害想定の数値を基に、かわ

さき強靱化計画の改定のほか、地域防災計画も修正して

まいりたいと考えております。 
また、本市の業務継続計画については、訓練で生じた

課題や各部局が実施する災害対応業務の拡充などを踏ま

え、令和６（2024）年度に改定を行うとともに、企業 BCP
のさらなる策定促進に向け、BCP 策定に取り組む企業に

対しての専門家派遣や理解促進のためのセミナー開催な

どの支援を、市として行っているところです。 
なお、国では、業務継続に係る政府の方針や省庁横断

的な事項等を定めた政府業務継続計画（首都直下地震対

策）が策定されております。 

D 
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４ 

日本赤十字社のボランティアは災害時に有効に機能し

ていないと感じる。 

 
 

川崎市地域防災計画には、日本赤十字社に限定した災

害ボランティアの記載はありませんが、日本赤十字社の

ボランティアの方々は、総合防災訓練等において、三角

巾の使い方や、心肺蘇生法・AED の使用方法などの周知

啓発に御協力いただいているとともに、令和６年能登半

島地震において、日本赤十字社の救護班に帯同され、応

急救護活動への支援や、被災者からのニーズに伴う車両

清掃、倉庫整理などの復旧活動に従事されており、こう

した活動は、被災者支援に寄与しているものと考えてお

ります。 

D 
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（２）予防計画について（意見数２１件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

火山災害の降灰対策として火山灰の仮置場をどのよう

に考えるのか。 

 
 

降灰については、本市のみならず広範囲にわたり経済

活動、市民生活等に影響を及ぼす可能性があるため、火

山灰の処理にあたっては、施設管理者等、国、県と連携

して、火山灰の収集や処分が行えるよう、あらかじめ役

割分担などを検討するとともに、施設管理者等が敷地内

等で処分場所や仮置場を確保することが困難な場合は、

敷地外に仮置場を確保する必要があることから、国、県

と連携しつつ、仮置場候補地を事前に選定できるよう調

整を進めてまいります。 
また、この度の川崎市地域防災計画の修正において、

除灰作業や応急対策などを現場で行う職員等の健康被害

防止に向けた備蓄品の確保や市民啓発について追加した

ところであり、今後も、国、県、近隣自治体とも連携し

て降灰対策に取り組んでまいります。 

D 

２ 

河川の増水等による浸水対策として、多摩川沿いに大

規模な貯水施設や貯留機能があれば、市域への浸水を軽

減できるのではないか。 

多摩川を管理している国土交通省では、今後 30 年程

度で実施する具体的な整備内容などを定める将来の川づ

くりの計画である多摩川水系河川整備計画について、気

候変動等の影響による水害の頻発化、激甚化を踏まえ、

令和８年２月 26 日に変更が行われたところです。洪水

を安全に流下させるための対策としては、限られた費用

と時間の制約の中での整備の実現性や、地域社会への影

響などを総合的に勘案した結果、河道掘削等を行う旨が

記載されております。 

D 
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３ 

帰宅困難者対策の「むやみに移動を開始しない」とい

う表現は情緒的ではないか、多様性を踏まえた表現とす

べき。 

国は、一斉帰宅抑制の基本方針として、「災害発生時

における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関する

ガイドライン」において、「むやみに移動を開始しな

い」という基本原則を掲げており、官民一体となって、

必要な取組を進めているところです。 
一方、災害時に徒歩で帰宅せざるを得ない方々への支

援も重要であると考えており、九都県市の連携した取組

として、コンビニエンスストアやファミリーレストラ

ン、ガソリンスタンドなどの店舗と協定を締結し、トイ

レ、飲料水、道路交通情報など、可能な範囲で徒歩帰宅

の支援に協力いただいており、今後も協定先を拡充し、

帰宅困難者対策を進めてまいります。 

D 

４ 

企業の防災対策として、食料、飲料水、生活必需品を

提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業

務に従事する企業等は、協定締結や防災訓練等の防災施

策の実施に協力するよう努めるとあるが、通信設備に関

する企業やインフラ企業についても同様だと考える。 

通信やインフラ事業者についても、災害時の応急対策

等において、重要な役割を担うため、こうした企業や団

体と災害時協定の締結や訓練などを実施しており、災害

時に、円滑な支援が受けられるよう、引き続き、連携し

た取組を進めてまいります。 

B 

５ 

初めて手に取って資料を拝見し、一市民として是非読

まなければと思った。年に一度でも良いので災害を想定

した訓練を行ってほしい。 

本市では、自主防災組織の活動や専門機関による救出

救護、ライフライン復旧、避難所の開設運営・医療等の

訓練や、災害に関する啓発ブース展示、様々な体験コー

ナーを設けた総合防災訓練を開催しております。各種訓

練の開催に関する情報は、市ホームページや市政だより

等を通じて御案内しておりますが、多くの市民の方々に

御参加いただけるよう、引き続き、啓発に努めてまいり

ます。 

B 
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６ 

総合防災情報システムにより、災害情報の収集・蓄積・

共有等を行うとあるが、被災者台帳の情報も含むのか。ま

た、川崎市社会福祉協議会、かわさき市民活動センター等

の外部機関のシステムとの連携や総務省の応援職員マッチ

ングシステムとの連携は考えているのか。 

 
 
 

総合防災情報システムは、本市の各部局が災害情報を

収集、管理・共有、発信するための庁内向けのシステム

であり、被災者台帳の情報については、当該システムに

は含んでおらず、また、外部の機関のシステムとも連携

しておりません。 
なお、応急対策職員派遣制度（旧称：被災市区町村応

援職員確保システム）は、大規模災害発生時に被災市区

町村を支援するために、総務省が全国の自治体から避難

所運営業務等の支援を行う災害対応職員を迅速に派遣す

るための手続・体制等を含む運用上の「仕組み」であ

り、コンピュータやネットワークなどの電子的・デジタ

ル技術を用いた情報システムとは異なりますが、総務省

を中心に、日頃から応援体制を構築しているところで

す。 

D 
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７ 

災害時のライフラインの復旧にかかる日数など、自分

の身の回りで起こる具体的なイメージを持っている市民

は少なく、周知が必要である。 
また、地域コミュニティの形成が難しい中、自主防災

組織の活動が弱くなっている状況があると感じている。 
地域の防災力を高めるためには防災意識の高い市民が

増える事が望ましく、市職員は、防災知識を高め、地域

の防災リーダーになってほしい。 

大規模な災害が発生した場合には、人的・物的被害の

ほか、ライフラインの復旧にも一定の時間を要すること

が想定され、市民の方々にこうした発災時のイメージを

自分事として捉えていただき、防災意識の醸成を図るこ

とが必要であると考えております。 
このため、本市では、「備える。かわさき」等の啓発冊

子による周知啓発や、各種防災関連イベント、総合防災

訓練等において実際の災害をイメージできる体験を組み

合わせた取組を進めるとともに、これまで防災に関わり

の少なかった方々に対し、避難所のことを知っていただ

くことなどを目的に、「避難所を知ろう研修」を実施する

など、市民の方々の防災意識の向上に向けて取組を進め

ているところです。 
また、市職員の防災力の向上に向けて、外部機関の講

師を招いた研修会や、総合防災訓練、図上訓練などを様々

なテーマで実施しているほか、昨年度の地域防災計画の

修正においても、専門性を有する職員を育成する旨を新

たに追加したところであり、引き続き、職員の意識の醸

成や防災力の向上に努めてまいります。 

B 

  

11



 
 

８ 

災害時における一般ボランティア活動支援の環境整備

を図るため、社会福祉協議会、市民活動センターと連携を

図り、教育、研修・訓練等総合的な推進を図るとあるが、

川崎市職員への教育、研修、訓練等はいかがか。 
次に、災害時に対応できるボランティアコーディネータ

ー等の人材育成に努めるとあるが、いかがか。 
次に、ボランティアネットワークづくりに取り組むとあ

るが、ベテランを排除する手法については注意が必要であ

る。 
次に、川崎市社会福祉協議会及びかわさき市民活動セン

ターと災害時における情報連絡体制を構築するため、

MCA 無線の活用を図るとあるが、2019 年の台風 19 号の

際は、川崎市社会福祉協議会の連絡体制に不備があったの

ではないか。 
次に、川崎市は、全国ネットワークを有し、各区に連携

拠点を持つ川崎市社会福祉協議会を核とした体制整備を行

うとあるが、意図が不明瞭である。マニュアル等の整備に

ついては、2019 年の検証が不十分ではないか。 

近年、全国各地で自然災害が激甚化、頻発化している

状況を鑑み、市職員の防災に関する知識やスキルの向上

を図ることが重要であるため、外部機関の講師を招いた

研修会や、総合防災訓練、図上訓練などを様々なテーマ

で実施しているほか、昨年度の地域防災計画の修正にお

いても、専門性を有する職員を育成する旨を新たに追加

したところであり、引き続き、職員の意識の醸成や防災

力の向上に努めてまいります。 
次に、川崎市社会福祉協議会では、災害ボランティア

と支援を必要とする地域住民とのコーディネートを円滑

に行うため、災害ボランティアセンター運営者養成研修

及び訓練を実施しているところです。 
次に、令和６年能登半島地震では、豊富な経験を有す

る NPO 等のボランティア団体が全国から集まり、物資

の提供や炊き出し、避難所の運営支援を実施するなど、

重要な役割を果たしており、今後も川崎市社会福祉協議

会等と連携しながら、こうした団体等とのボランティア

ネットワークづくりに取り組んでまいります。 
次に、川崎市社会福祉協議会では、緊急時の連絡体制

を整備しているところであり、災害が発生した際に、速

やかに災害ボランティアセンターを開設できるよう、引

き続き、川崎市社会福祉協議会及びかわさき市民活動セ

ンターと連携を図ってまいります。 
次に、川崎市社会福祉協議会は、川崎市災害ボランテ

ィアセンターに関する協定書に基づき、全国、都県指定

都市、関東ブロック、神奈川県内等の社会福祉協議会と

の連絡調整や、災害ボランティアセンター設置に伴う職

D 

12



 
 

員配置等の体制整備及び運営などを担うこととされてお

り、本市は、引き続き、川崎市社会福祉協議会及びかわ

さき市民活動センターと連携し、災害ボランティアセン

ターの適正な運営のための環境の整備に努めてまいりま

す。 
また、令和元年東日本台風における災害ボランティア

センターの開設、運営を通じて得られた経験や課題等を

踏まえ、川崎市災害ボランティアセンターに関する協定

書の見直しを行い、本市、川崎市社会福祉協議会及びか

わさき市民活動センターの役割分担の整理等を行ったと

ころです。 

９ 

 共助の基本理念として、「地域のことは地域で守る」と

あるが、川崎市外からの共助として災害ボランティアも

あると認識してほしい。 

 

令和６年能登半島地震では、豊富な経験を有する

NPO 等のボランティア団体が全国から集まり、物資の

提供や炊き出し、避難所の運営支援を実施するなど、重

要な役割を果たしたものであり、本市が被災した場合に

おいても、きめ細かな支援が実施され、被災者支援の充

実が図られるものと認識しております。 

D 

  

13



 
 

10 

災害時のボランティアは「一般ボランティア」と、専

門的な知識、資格、技能などを要する「専門ボランティ

ア」に区分されるとあるが、技術系ボランティアについ

ても考える必要がある。 
専門ボランティアの分類が、内閣府などの分類と異な

り、共通認識、対話、合意形成が困難になるのではない

か。 

本市では、災害時のボランティアについて、専門的技

能を必要としない、浸水家屋等の土砂の除去や家財運び

出し、避難所での炊き出し、物資の配送などを行う「一

般ボランティア」と、医療、消防、通訳などそれぞれの

専門的な知識、資格、技能などを要する「専門ボランテ

ィア」に区分しており、技術系ボランティアについて

は、専門ボランティアに含むものとしており、専門的な

技能等を活かした活動は、被災地の復旧・復興に大きな

役割を果たすものと考えております。 
なお、専門ボランティアについて、国のガイドライン

とは、対象とする職種等の例示に一部違いがありますの

で、被災者のニーズの把握や災害ボランティア関係団体

等との連絡調整を丁寧に行うなど、被災者の支援活動に

支障が生じないよう、対応してまいります。 

D 

11 

被災者と専門ボランティアをつなぐ人材及び組織は不

要だと考える。 

被災者のニーズの把握や災害ボランティア関係団体等

との連絡調整などの役割は、支援活動を効果的に行うた

め重要であると認識しており、川崎市社会福祉協議会で

は、災害ボランティアと支援を必要とする地域住民との

コーディネートを円滑に行うため、災害ボランティアセ

ンター運営者養成研修及び訓練を実施しているところで

す。 

D 

  

14



 
 

12 

災害救助法の救助実施における神奈川県との連携体制

の構築と記載があるが、川崎市は救助実施市のため、そ

の必要性があるのか。 
「令和元年東日本台風における災害対応検証報告書」

のボランティア対応における、三者協定以外の団体との

協力の状況はどうか。 

本市は、災害救助法の救助実施市の指定により、自ら

の事務として被災者の救助を行えますが、各種災害につ

いては、本市のみならず広範囲にわたる可能性があり、

その場合、神奈川県は、本市を含む他の救助実施市が円

滑に救助を実施できるよう必要となる物資の配分等につ

いて支援を行うこと等が想定され、平時から県、近隣自

治体等と連携し、被災者の円滑かつ迅速な救助の実施に

向けて取り組んでまいります。 
また、令和元年東日本台風の課題検証を踏まえ、令和

４（2022）年 10 月に、本市、川崎市社会福祉協議会、

かわさき市民活動センターの三者による川崎市災害ボラ

ンティアセンターに関する協定書の見直しを行い、災害

ボランティアセンターの円滑な運営を図り、被災者の支

援を効果的に行うため、三者以外の災害ボランティア関

係団体等との平常時から連携協力体制の構築について、

追加したところであり、令和７（2025）年に創設された

国の被災援護協力団体の登録制度なども活用しながら、 

取組を進めてまいります。  

D 

  

15



 
 

13 

川崎市は、防災に関する知識などを有する市民を活用

して、防災の正しい知識などを普及推進するとしている

が、正しい知識の普及を推進できているのか、防災士の

活用についてはどう考えるか。 

防災に関する正しい知識等の普及を図るため、「備え

る。かわさき」等の啓発冊子による周知啓発、市ホー

ムページへの掲載、アニメーション動画の配信、各種

防災関連イベントでの周知などを実施するとともに、

これまで防災に関わりの少なかった方々に対し、避難

所のことを知っていただくことなどを目的に、「避難所

を知ろう研修」を実施するなど、市民の方々の防災意

識の向上に向けて取組を進めているところです。 
防災士の皆様は、資格取得の動機や時期、活動の経

験、関心をお持ちの分野等も様々であることから、引

き続き、各々の資格取得の動機に基づいた自主的な活

動を行っていただくことを尊重しつつ、自主防災組織

や企業等との連携に留意しながら、地域防災力の向上

に努めてまいります。 

D 

  

16



 
 

14 

川崎市でマンホールトイレの取組を進めていることや

マンホールトイレ自体の仕組みを知らなかったので参考

になった。過去の災害ではトイレを我慢して体調が悪化

する方もいたのでトイレ対策は重要な取組であり、まだ

まだ知らない方も多いので、防災に関する情報をいろい

ろな形で周知してほしい。 

 災害が発生し、日常とは違う混乱した中で携帯トイレ

など災害用トイレを使用することが難しくなることも想

定されることから、平時から災害時におけるトイレ環境

を理解し、携帯トイレの設置や使用に慣れておくことが

重要だと考えております。このため、各種防災関連イベ

ント等において、携帯トイレの使用実演や使用済み携帯

トイレの廃棄方法の周知、サンプル配布を行うことで、

実際に手に取る機会を設け、家庭内備蓄など市民の方々

の具体的な行動につなげるよう取り組んでまいります。 
御意見を踏まえ、震災対策編 67 ページ及び風水害対策

編 68 ぺージの（２）「市民の具体的な行動につなげる自

助・共助への働きかけ」に「啓発等の強化」の記載を追

加しました。 

A 

15 

過去の災害では、避難所のトイレ環境等の不安によ

り、女性がトイレを我慢したり、水分摂取を控えたりす

ることで体調を崩していくケースがあった。こうした問

題が災害関連死の背景にあると医療者として強く感じて

いる。また、避難所では、現場の従事者やスタッフの負

担の大きさや尊厳が守られにくい構造的な課題があると

感じている。 

災害時のトイレ環境は、被災した市民の方々の避難生

活や健康に影響を及ぼす重要な問題であり、いつ発生す

るか分からない災害に備え、早急に取り組む必要がある

と考えております。川崎市災害時のトイレ対策方針に基

づき、自主防災組織や町内会・自治会・民間事業者な

ど、多様な主体と連携し、着実に災害時のトイレ対策を

進めてまいります。 

B 

16 

災害時に水洗トイレが使用できない状況で、下水道を

使用するマンホールトイレを活用することは矛盾しない

のか。 

マンホールトイレを避難所以外の町内会で設置するこ

とは考えているのか。 

本市が今後整備するマンホールトイレは、貯留機能を

有しており、給水や排水ができない場合でも一定期間し

尿を貯留することでトイレの使用が可能となる構造とな

っております。 

災害用トイレの確保に向けて、町内会・自治会などを

対象としてマンホールトイレ整備への補助を、令和８年

（2026）年度から実施していくこととしております。 

D 

17



 
 

17 

避難所となる体育館の空調設備は、停電時にも機能す

ることが重要である。 
太陽光発電設備は、温室効果ガス排出削減に寄与する

ものの、天候に左右され、各施設の安定供給には課題が

あるのではないか。 
以上から、施設の整備の記載に、停電対応型空調設備

を加え、太陽光発電設備を削除すべきではないか。 

指定緊急避難場所又は指定避難所となる市立学校の体

育館の空調設備については、今年度中に策定する「市立

学校体育館等空調設備整備方針」において停電時にも稼

働できる機器を整備することを位置付けてまいります。 
また、市立学校の太陽光発電設備については、蓄電池

を使用し、昼夜問わず最低限の電力を維持できることか

ら、災害時に長期停電となった場合の電源確保対策とし

て、効果があるものと考えております。 

D 

18 

浄水場の太陽光発電設備は、温室効果ガス排出削減に

寄与するものの、天候に左右され、各施設の安定供給に

は課題があることから、浄水場の太陽光発電設備の記載

について、削除が妥当ではないか。 

長沢浄水場については、災害時においても安定して運

転が継続できる体制を確保することが重要であるため、

太陽光発電設備についても蓄電池を使用し、昼夜問わず

電力を維持することができる体制をとっているところで

す。 

D 

19 

 国のプッシュ型支援を想定した場合、川崎市の人口か

らすると大量の支援物資が輸送されるため、東日本大震

災の時の岩手県のように大規模な物資拠点をあらかじめ

定めておく必要があるのではないか。 

本市では、「災害時支援物資受援体制のあり方及び物

資受援マニュアル」において、全市的な被害をもたらす

災害が発生した場合には、市域を南部・中部・北部の３

エリアに区分し、プッシュ型支援に対応する地域内輸送

拠点を設置することを基本とし、アクセス性や構造など

機能性の高い物流施設や輸送力を有する民間事業者と、

物資輸送に加え、事業者が有する施設や資機材の提供、

荷役作業等への協力を行う協定を締結しており、市域外

を含めた物資拠点を活用し、大量の物資の受入れや避難

所への輸送が可能な体制を整備しております。 

今後については、引き続き、機能性の高い施設等を有

する民間事業者との協定締結を推進するとともに、訓練

を継続するなど、支援物資受援体制の実効性の確保に取

り組んでまいります。 

B 

20 

過去の災害では、市役所等を物資の集積場所とする例

が見られたが、被災者が多く訪れる場所に多数のトラッ

クが乗り入れることになり、安全管理上などの面で望ま

しくないので、一定の距離があっても物流機能が整った

場所に物資拠点を設けるべきである。 
B 

18



 
 

21 

災害時に協定に基づく円滑な支援を行うため、日頃か

ら行政と協定締結先の間で関係性を構築し、災害時の要

請方法や支援内容、活動場所の車両動線などの情報を双

方で共有、確認することが必要である。 

災害時に協定に基づく支援を円滑に受けられるように

するためには、発災時の連絡・要請手順を平時から整理

しておくとともに、活動場所や車両の進入経路等の運用

に関わる情報を、関係者間で共有しておくことが重要で

あるため、事業者との打合せや訓練等において、これら

の事項を確認、共有するなどしており、今後も実効性の

確保に向けた取組を行ってまいります。 

B 

 

19



 
 

（３）初動対策計画について（意見数２件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

各部・区本部間の相互応援の箇所に、応援職員の活動

を規定しているが、応援を行う川崎市社会福祉協議会職

員の定義がされていない。 

風水害対策編の第３部第３章第３節「各部・区本部間

の相互応援」は、本市が災害対策本部を設置した際の本

市職員の各所属間の応援に関して定めたもので、川崎市

社会福祉協議会職員を対象にしたものではありません

が、本市は、川崎市災害ボランティアセンターに関する

協定書に基づき、川崎市社会福祉協議会及びかわさき市

民活動センターに対し、災害ボランティアセンターの運

営等の要請を行うこととしており、災害が発生した際

に、速やかに災害ボランティアセンターを開設できるよ

う、引き続き、川崎市社会福祉協議会及びかわさき市民

活動センターと連携を図ってまいります。 

D 

２ 

水害は予測可能なので、水害時のごみ置き場の調整要

員を確保すべきである。また、災害廃棄物処理計画にお

ける事前指定の仮保管場所だけでなく、さらに近くにあ

る街区置場の設定が必要だと考える。 

 台風の接近等、事前に災害の発生が想定される場合に

は、職員の参集予定の確認や適切な人員配置の確保に努

めるとともに、災害時に必要となる対応について、あら

かじめ確認を行っているところです。 

また、発災時には、災害対策本部環境部において、災

害廃棄物の仮保管場所に関する調整を行い、必要に応じ

て一次仮保管場所の選定を行う予定としております。 

仮保管場所の選定にあたっては、街区公園等を活用

し、被災状況に応じて市民の方々にとって身近で利用し

やすい場所を設定するなど、円滑な災害廃棄物処理が実

施できるよう対応してまいります。 

D 

 

 

 

20



 
 

（４）応急対策について（意見数７件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

災害の発生により、食料又は自炊手段を失った被災者

等に対し、速やかに食料の応急供給を行うことは難しい

のではないか。 

本市では、各家庭において最低３日間、推奨１週間分

以上の食料、飲料水等を備蓄するよう啓発に努めている

ところですが、住家に被害を受けたことにより、自炊が

できない方なども想定されますので、災害発生から約３

日間は、市が備蓄している食料を供給するとともに、協

定を締結している事業者の流通在庫備蓄や他都市等から

の救援物資を補完物資として供給することとしていま

す。また、発災４日目以降は、国のプッシュ型支援によ

る物資を被災者の元に円滑に輸送するため、民間事業者

と物資の輸送や物資拠点の運営に関する協定を締結する

とともに、訓練などにより実効性の確保に努めていると

ころです。 

D 

２ 

大規模災害時には、民間事業者が管理する電力設備の

倒壊や、市が管理するインフラ設備の復旧などが同じ場

所で行われることも想定され、特に、道路啓開活動など

においては、行政、民間事業者が連携した復旧活動が必

要になると考える。 

大規模災害の発生時には、各道路管理者をはじめ、関

係機関が連携し、迅速に道路啓開活動を行う必要がある

と考えており、本市では、県内の各道路管理者、ライフ

ライン、通信事業者等で構成する神奈川県緊急輸送道路

ネットワーク協議会に参画し、道路管理者相互や関係機

関との連携により、災害時に緊急輸送道路のネットワー

ク機能を迅速・着実に確保することとしており、引き続

き、訓練などを通じて関係機関との連携体制の構築に努

めてまいります。 

B 
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３ 

降灰に対応した海面埋め立て場は現在は保有していな

いのか。 
また、大規模地震を想定した海面埋め立て場の事前計

画を策定すべきではないか。 

本市は、浮島１期埋立処分場や浮島２期処分場などの

海面埋立処分場を保有しております。降灰の受入れに関

する明確な規定は設けておりませんが、災害時には状況

を踏まえ、関係機関と連携しながら受入れの可否につい

て検討いたします。 
また、大規模地震に対応した海面埋め立て場について

は、現状計画はありませんが、御意見として参考とさせ

ていただきます。 

C 

４ 

災害時の片付けごみの仮保管場所は公開しないのか。 災害時における片付けごみの仮保管場所については、

被災状況や地域ごとの被害の程度、道路状況等を踏まえ

て、その都度選定する必要がありますので、発災後に、

必要に応じて仮保管場所を設置するとともに、広報等に

より、市民周知を行ってまいります。 

D 

５ 

仮保管場所を、環境省が使用する仮置場という言葉に

しない理由は何か。 

また、災害廃棄物の収集が自己搬入を原則としている

理由が不明である。 

本市では、従前から「仮保管場所」という用語を使用

しており、当該名称で地域に広く周知されているため、

「仮保管場所」を使用しております。 

仮保管場所への搬入については、市民やボランティア

の方々が片付けごみを持ち込んでいただくことを想定し

ておりますが、令和元年東日本台風の際には市等が収集

した片付けごみを一時的に仮置いた事例もありますの

で、被害状況等を踏まえて対応を検討してまいります。 

D 
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６ 

原則として災害廃棄物を収集しないのは、なぜか。 災害廃棄物のうち、被災家屋の解体や撤去に伴って発

生する災害廃棄物については、通常、民間事業者が解体

から廃棄物の撤去までを一連の作業として実施するた

め、原則として市が収集を行わないこととしておりま

す。災害廃棄物には廃家電などの片付けごみもあり、市

民の方々に直接持ち込んでいただく一次仮保管場所の設

置による対応もありますが、被災状況等を踏まえながら

早期の処理に向け、本市による収集も含めて対応してま

いります。 

D 

７ 

災害時廃棄物に協力するボランティア団体とはどのよ

うな団体なのか。 
また、地震の場合、ごみ出しは急がないため、片付け

ごみの室内保管を推奨し、生活ごみ、便袋式携帯便所、

子供、老人のおむつは衛生上の課題であることから回収

をお願いしたい。 

ボランティア団体については、一般的なボランティア

団体を指し、特定の団体を指すものではありません。 
なお、川崎市災害廃棄物等処理実施計画において、災

害時の各家庭の生活上の廃棄物については、発災後３日

目以降を目途に回収を開始する計画となっております。 

D 
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その他（意見数１件） 

１ 

避難所用に購入するための段ボールベッド、衝立、枕、

敷きマットなどの予算を要望する。 

避難所における環境整備に資する物資については、プ

ライバシーの確保や女性が使用する場所への配慮に使用

するほか、避難所での感染症対策用に活用するものとし

て、テントの備蓄を行っているとともに、避難所での健

康被害を低減するため、要配慮者用として、今年度、各

避難所に段ボールベッドなどの備蓄を進めているところ

です。今後も引き続き、避難所の生活環境の改善に資す

る必要な物資の確保に取り組んでまいります。 

D 
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６ 修正素案からの変更点 

※ 下線は変更箇所 

（１）パブリックコメントによる市民意見を踏まえた変更 

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

 被害の概要へのマグニチュード

の表記に関する御意見を受け、記

載を加筆 

（震災対策編Ｐ16～Ｐ17 被害の概要） 

１ 平成 25 年調査（マグニチュード 7.3）と

平成 22 年調査（マグニチュード 7.3）の川

崎市直下の地震の被害概要  

２ 慶長型地震による津波被害（平成 25 年調

査（マグニチュード 8.5）） 

（震災対策編Ｐ16～Ｐ17 被害の概要）  

１ 平成 25 年調査（新設）と平成 22 年調査

（新設）の川崎市直下の地震の被害概要  

２ 慶長型地震による津波被害（平成 25 年調

査(新設)） 

災害時のトイレ対策の啓発に関

する御意見を受け、記載を加筆  
（震災対策編Ｐ67 災害時のトイレ対策）  

（風水害対策編Ｐ68 災害時のトイレ対策）  

２ 基本的な考え方  

（２）市民の具体的な行動につなげる自助・

共助への働きかけ   

市民一人ひとりが災害に対する関心と理解を

深め、災害への備えの強化につながるよう、

啓発等の強化や多様な主体と連携した取組を

実施する。  

（震災対策編Ｐ67 災害時のトイレ対策）  

（風水害対策編Ｐ68 災害時のトイレ対策）  

２ 基本的な考え方  

（２） 市民の具体的な行動につなげる自助・

共助への働きかけ   

市民一人ひとりが災害に対する関心と理解を

深め、災害への備えの強化につながるよう、

（新設）多様な主体と連携した取組を実施す

る。  
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（２）関係団体からの意見を踏まえた変更  

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

各区の自主防災組織の会議にお

ける御意見を受け、自主防災組織

以外の団体への防災意識の高揚に

関する記載を加筆  

（震災対策編Ｐ77 自主防災組織等の育成・

強化） 

（風水害対策編Ｐ32 自主防災組織等の育成・

強化） 

４ 自主防災組織以外の団体への活動支援  

市内で活動する自主防災組織以外の団体

が、自助・共助の基本理念に基づき、地域

防災力の向上に資することを目的として行

う防災活動を支援するため、防災知識の普

及啓発を行い、防災意識の高揚を図るとと

もに、市の施策や公益社団法人等で行われ

る補助制度などの活用について周知してい

く。  

（震災対策編Ｐ77 自主防災組織等の育成・

強化） 

（風水害対策編Ｐ32 自主防災組織等の育

成・強化） 

４ 自主防災組織以外の団体への活動支援  

市内で活動する自主防災組織以外の団体

が、自助・共助の基本理念に基づき、地域

防災力の向上に資することを目的として行

う防災活動を支援するため、（新設）市の

施策や公益社団法人等で行われる補助制度

などの活用について周知していく。  

各区の自主防災組織の会議にお

ける御意見を受け、地域で開催さ

れる訓練への企業の参加に関する

記載を加筆 

（震災対策編Ｐ79 企業防災の促進） 

（風水害対策編Ｐ33 企業防災の促進） 

２ 地域住民等との連携   

企業は、地域社会の一員として、地域住

民、市、他の事業所自衛消防組織等と協力

し、災害発生時に、次の事項について相互

連携した災害応急活動が円滑に実施できる

よう、「川崎市防災協力事業所登録制度」

等を活用し、日頃から訓練の実施や、事業

活動に支障のない範囲で地域の訓練に参加

するなど協調体制づくりを進める。  

（震災対策編Ｐ79 企業防災の促進）  

（風水害対策編Ｐ33 企業防災の促進） 

２ 地域住民等との連携   

企業は、地域社会の一員として、地域住

民、市、他の事業所自衛消防組織等と協力

し、災害発生時に、次の事項について相互

連携した災害応急活動が円滑に実施できる

よう、「川崎市防災協力事業所登録制度」

等を活用し、日頃から訓練を実施するなど

協調体制づくりを進める。  

 
 その他、用語・用字の修正など、所要の整備を行っています。 
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１ 川崎市地域防災計画について
○ 川崎市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市⾧を会⾧とする川崎市防災会
議が作成する防災に関する計画で、市の防災対策の骨格（基本計画）となるものです。

○ 川崎市地域防災計画は、防災行政を進める上での指針、住民等の防災活動に際しての指針、市や
指定公共機関等が防災計画を策定し事業を行うにあたっての指針であり、次の各編で構成されてい
ます。

川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正案）の概要

参考 これまでの修正
・令和７年３月 震災対策編の修正、地区防災計画編の新設
能登半島地震の課題を踏まえた支援物資受援体制の見直し等に伴う修正
地区防災計画の策定に伴う地区防災計画編の新設

・令和４年３月 風水害対策編の修正
災害対策基本法等の改正に伴う修正（避難情報の修正、災害時個別避難計画の作成等）

・令和２年６月 風水害対策編の修正
令和元年東日本台風における災害対応の検証を踏まえた修正等

・令和２年３月 震災対策編・風水害対策編の修正
救助実施市の指定に伴う修正や避難勧告等に関するガイドラインの改定に伴う修正等

震災対策編 風水害対策編 都市災害対策編 資料編地区防災計画編

○ 川崎市地域防災計画は、国の防災基本計画に基づき作成する神奈川県地域防災計画等と整合を有
する計画で、災害発生の未然防止や被害の軽減を目的とした「予防計画」、初動体制や情報通信体
制等を定めた「初動対策計画」、災害発生から応急対策の終了に至るまでの対応を定めた「応急対
策計画」、被災者の生活支援や施設の災害復旧を定めた「復旧計画」等で構成されます。

主な内容主な構成

災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるため、市及び防災関係
機関等が日頃から行うべき措置等について定める。

予防計画

初動体制や、市及び防災関係機関等との情報通信体制等について定める。初動対策計画

災害発生から応急対策の終了に至るまで、市及び防災関係機関等が行う応急対
策に係る措置について定める。

応急対策計画

被災者の生活支援、公共施設の災害復旧等について定める。復旧計画※

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合に市及び防災関係機関等が行う対応
等について定める。

南海トラフ地震に係る
対応（震災対策編のみ）

３ 今年度の主な修正事項

（１）能登半島地震の課題を踏まえた修正

① 安全で衛生的なトイレ環境の確保について〔震災対策編・風水害対策編〕
能登半島地震や過去の大規模災害においても課題となった災害時のトイレ対策について、

避難所等へのマンホールトイレの整備など、安全で衛生的なトイレ環境の確保に向けた基本的
な考え方などを追加します。

マンホールトイレの使用状況（熊本市） 東日本大震災で使用されたマンホールトイレ（宮城県東松島市）

※ 能登半島地震において、災害時要配慮者等（高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦や
性的マイノリティの方など）への配慮について課題が生じたため、当事者の視点を取り入れた

防災体制の確立に努めることを総則部分に追加します。

○ 安全で衛生的なトイレ環境の確保など「能登半
島地震の課題」、気候変動に伴う風水害対応など

「近年の防災を取り巻く状況」、被災者に対する
福祉的支援の充実など「災害対策基本法等の改
正」を踏まえ、今年度は、「震災対策編」及び

「風水害対策編」の修正を行います。

○ 地域防災計画の修正にあたり、各区の自主防災

組織への訪問を順次実施し、地域からの御意見を
聴取するとともに、防災対策検討委員会において
学識者の専門的な知見を伺い、修正案をとりまと

めました。

地域との連携による支援物資輸送訓練の様子

災害対策基本法

神奈川県地域防災計画

川崎市地域防災計画

中央防災会議（国）作成

神奈川県防災会議作成

川崎市防災会議作成

防災基本計画

※ 震災対策編については、復旧計画に加え、復興体制についても規定

２ 川崎市地域防災計画の体系及び構成

（出典：国土交通省「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン（2025年版）」から抜粋）

27



川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正案）の概要

参考 策定の経過等

① 被災者に対する福祉的支援等の充実について
〔震災対策編・風水害対策編〕
災害対策基本法及び災害救助法の一部改正によ

り、これまで対象外であった在宅などで避難生活
をしている高齢者や障害者の相談対応など「福祉
サービス」の提供が新たに救助対象項目に追加さ
れるとともに、福祉的支援を行うDWAT（災害派
遣福祉チーム）の派遣範囲が拡充されたことによ
る修正を行います。

３ 主な修正事項（つづき）

（２）近年の防災を取り巻く状況を踏まえた修正

① 近年の気候変動に伴う風水害対応について〔風水害対策編〕
局地的な短時間での降雨による浸水被害の発生など、これま

での予想を超える風水害が発生している状況を踏まえ、次の内
容を追加します。
ア 被害情報等の迅速な集約など総合防災情報システムの効果
的な活用
避難所の情報収集、避難情報の発令などのこれまでの活用

に加え、短時間で急激に変化する降雨など、事前の気象予測
が困難な場合における被害情報等の迅速な集約及び全体像の
把握等への活用
イ 市民への適切な避難行動の啓発
ハザードマップによる地域の浸水リスクの確認など、発災

時の状況に応じた適切な避難行動の啓発

令和7年9月の大雨時の状況

② 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について〔震災対策編〕
昨年３月に公表された国の南海トラフ地震被害想定や昨年８月に改訂されたガイドライン

の内容を踏まえ、臨時情報発表時の対応（備えや催事の考え方）について、具体化します。

③ 津波避難計画の地域防災計画への統合について〔震災対策編〕
能登半島地震やカムチャツカ半島付近の地震による津波の発生など、津波避難対策は本市

の防災対策においても重要な位置付けとなっています。
このため、より多くの方に津波避難対策を知っていただき、被害の軽減につなげるため、

これまで個別計画として位置付けてきた「津波避難計画」を、上位計画である地域防災計画に
統合することとします。

④ 国の富士山噴火の降灰対策ガイドラインの公表に伴う降灰対策について〔風水害対策編〕
富士山噴火を想定したこれまでの情報収集体制や他自治体との連携体制の構築等の取組に加

え、除灰作業や応急対策などを現場で行う職員等の健康被害防止に向けた備蓄品の確保や市民
啓発について追加します。

（３）災害対策基本法等の改正による修正

② 「被災者援護協力団体」の登録制度の活用につ
いて〔震災対策編・風水害対策編〕
災害対策基本法及び災害救助法の一部改正によ

り、避難所の運営支援、炊き出し等の被災者援護
に協力するNPO・ボランティア団体等の国の登録
制度が創設され、災害救助法が適用された場合、
登録団体を救助業務に協力させることが可能にな
ったことを受け、登録制度の活用について追加し
ます。

総務委員会所管事務報告（修正素案の報告）令和 ７（2025）年11月20日

パブリックコメント手続（令和８年１月15日まで実施）12月 ５日

総務委員会所管事務報告（パブリックコメントの実施結果及び修正案の報告）令和 ８（2026）年 ３月12日

川崎市防災会議 （計画の決定）
計画公表、議会机上配布、報道発表

令和 ８（2026）年 ３月23日

NPO、ボラン
ティア団体等

平時 発災時

自治体

国

データベースへ登録・管理

事前申請 協力依頼

共有

● 申請に基づき、NPO、ボラン
ティア団体等を国が事前に登
録し、データベースを構築

● 登録された団体情報（団体名、
活動内容、活動エリア等）を
HP、データベース等で公表し
て自治体等と共有し、平時か
ら「顔の見える」関係づくり
を促進

● 発災時には、被災自治体がデー
タベースを参照することで、
円滑な連携を期待

DWAT（災害派遣福祉チーム）

＜構成員＞

社会福祉士、介護福祉士、介
護支援専門員等

＜活動内容＞

被災要配慮者への相談支援、
日常生活上の支援等

（４）その他

神奈川県地域防災計画との整合や、市の組織改正などに伴う時点修正を行います。

本市における津波対策の概念図

（法改正） （ガイドライン改訂）

災害救助法 DWAT活動範囲

避難所

在宅・車中泊
拡大

派遣、活動
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

4 1 1 8

第８節　男女共同参画や災害時要配慮者等の視点への配慮【危機管理本部・市民文化局人
権・男女共同参画室、各局室区】
(略)
　また、災害時要配慮者等(高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦や性的マイノリ
ティなど)についても、災害時の避難生活などにおいて課題が顕在化しやすいことから、
そのニーズの違いに配慮し当事者の視点を取り入れた防災体制の確立に努め、関係局区が
連携し必要な支援を行うものとする。

第８節　男女共同参画の視点への配慮【危機管理本部・市民文化局人権・男女共同参画
室、各局室区】
(略)
(新規)

能登半島地震の課題を踏まえた修正

7 1 2 2

第２節　社会的条件
１ 市勢の概況
　本市は、大正13年７月１日に市制を施行し、その後数次にわたり隣接町村を合併編入す
るとともに、海岸地帯の埋立造成を順次行い市域を拡大し令和７年９月１日現在、人口
1,558,411人、面積144.35km2となっている。工業都市として発展してきた主な理由は、多
摩川に面し、船の便がよく、東京・横浜という大都市に挟まれ、未開発な低湿地で、地価
低廉のため工業立地の条件に適した土地であったことと、大正初期より工場誘地が行われ
たこと等があげられる。
　戦前はもとより、特に戦後は海岸地帯における工業用地の埋立事業が大いに行われ大工
場群を誘致し、この地域に石油化学部門を主軸とする重化学工業が集結し、日本有数の石
油化学センターと称せられ京浜工業地帯の中核として日本の高度経済成長を支えてきた。
　その後、バブル経済の崩壊を契機に、生産拠点の海外移転や集約、サービス経済化の進
展などにより、その産業構造は大きく変貌し、本市においても、大規模な工場等の市外移
転などが発生したものの、最近では、本市の首都圏における地理的優位性などを反映し
て、新たな研究開発機能の進出や立地企業の機能転換などが進み、最先端の科学技術をは
じめ、環境やライフサイエンス分野などの研究開発機関や企業が集積する世界有数の先端
技術産業都市へと大きく変貌している。

第２節　社会的条件
１ 市勢の概況
　本市は、大正13年７月１日に市制を施行し、その後数次にわたり隣接町村を合併編入す
るとともに、海岸地帯の埋立造成を順次行い市域を拡大し令和６年10月１日現在、人口
1,551,788人、面積144.35km2となっている。工業都市として発展してきた主な理由は、多
摩川に面し、船の便がよく、東京・横浜という大都市に挟まれ、未開発な低湿地で、地価
低廉のため工業立地の条件に適した土地であったことと、大正初期より工場誘地が行われ
たこと等があげられる。
　戦前はもとより、特に戦後は海岸地帯における工業用地の埋立事業が大いに行われ大工
場群を誘致し、この地域に石油化学部門を主軸とする重化学工業が集結し、日本有数の石
油化学センターと称せられ京浜工業地帯の中核として日本の高度経済成長を支えてきた。
　その後、バブル経済の崩壊を契機に、生産拠点の海外移転や集約、サービス経済化の進
展などにより、その産業構造は大きく変貌し、本市においても、大規模な工場等の市外移
転などが発生したものの、最近では、本市の首都圏における地理的優位性などを反映し
て、新たな研究開発機能の進出や立地企業の機能転換などが進み、最先端の科学技術をは
じめ、環境やライフサイエンス分野などの研究開発機関や企業が集積する世界有数の先端
技術産業都市へと大きく変貌している。

時点修正

8 1 2 2

２　人口・世帯数
　令和７年９月１日現在で、本市の人口は1,558,411人、世帯数は795,778世帯であり、こ
の5年間で人口は1.2％、世帯数は６％増加している。また、人口密度は、1 ㎢あたり
10,796人となっており、人口及び住宅の過密集中による被害拡大についても、十分留意す
るものとする。

２　人口・世帯数
　令和６年10 月１日現在で、本市の人口は1,551,788人、世帯数は784,086世帯であり、
この5年間で人口は0.9％、世帯数は4.9％増加している。また、人口密度は、1㎢あたり
10,750人となっており、人口及び住宅の過密集中による被害拡大についても、十分留意す
るものとする。

時点修正

8 1 2 2

４　道路及び橋りょうの概況
　道路網については、自動車専用道路をはじめ、一般国道６路線、県道主要地方道９路
線、一般県道７路線、市道があり、日常生活における安全、安心、快適な交通環境の構築
や防災機能の強化に向け、一般国道409号や県道主要地方道世田谷町田等の整備を推進し
ている。本市が管理する道路延長は 2,481.07㎞であり、面積舗装率は 96.83％である。
（令和６年４月１日現在）また、本市の都市計画道路（110路線・総延長約310㎞）のう
ち、完成延長は約211㎞（進捗率＝約68％）となっている。（令和７年４月１日現在）
　また、本市が管理する橋りょうは608橋（令和７年４月１日現在）であり、内訳は国道
に６橋、主要地方道に40橋、一般県道に12橋、市道に550橋となっている。緊急輸送道路
など防災上重要な道路等に架かる124橋については既に耐震対策が完了しており、今後
は、目標とする耐震性能を引き上げ、新しい年代に建設された橋りょうや、対策済みの橋
りょうのうち、耐震性能が不足するものを対象に対策を実施し、耐震安全性の向上に努め
ていく。

４　道路及び橋りょうの概況
　道路網については、自動車専用道路をはじめ、一般国道６路線、県道主要地方道９路
線、一般県道７路線、市道があり、日常生活における安全、安心、快適な交通環境の構築
や防災機能の強化に向け、一般国道409号や県道主要地方道世田谷町田等の整備を推進し
ている。本市が管理する道路延長は 2,480.20㎞であり、面積舗装率は 96.80％である。
（令和５年４月１日現在）また、本市の都市計画道路（102路線・総延長約305㎞）のう
ち、完成延長は約210㎞（進捗率＝約69％）となっている。（令和６年４月１日現在）
　また、本市が管理する橋りょうは609橋（令和５年４月１日現在）であり、内訳は国道
に６橋、主要地方道に40橋、一般県道に12橋、市道に551橋となっている。緊急輸送道路
など防災上重要な道路等に架かる124橋については既に耐震対策が完了しており、今後
は、目標とする耐震性能を引き上げ、新しい年代に建設された橋りょうや、対策済みの橋
りょうのうち、耐震性能が不足するものを対象に対策を実施し、耐震安全性の向上に努め
ていく。

時点修正

8 1 2 2

５　鉄道の概況
　鉄道網については、ＪＲ、私鉄合わせて６鉄道事業者・15路線（旅客線）が市内で運行
している。
　主要駅の１日平均乗車人員は、ＪＲ川崎駅が187,310人で最も多く、次いで東急溝の口
駅が136,935人、ＪＲ武蔵小杉駅が107,559人となっている。(「令和６年版川崎市統計
書」より)

５　鉄道の概況
　鉄道網については、ＪＲ、私鉄合わせて６鉄道事業者・15路線（旅客線）が市内で運行
している。
　主要駅の１日平均乗車人員は、ＪＲ川崎駅が175,876人で最も多く、次いで東急溝の口
駅が129,096人、ＪＲ武蔵小杉駅が99,969人となっている。(「令和５年版川崎市統計書」
より)

時点修正

29
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

9 1 2 2

７　危険物施設の概況
　令和７年３月末現在の市内の危険物施設数は4,297施設であり、このうち川崎区内が
3,725施設で86.7％を占めている。また、市内の屋外タンク貯蔵所における石油類等第４
類の設置許可施設数は1,532施設で、貯蔵量は3,406,126kℓとなっている。また、貯蔵状況
を地区別に見ると、石油コンビナート等特別防災区域（京浜臨海地区）内が3,405,863kℓ
と市全体の99.9％以上を占め、石油コンビナート地域の特性を表している。（「令和６年
消防年報」より）

７　危険物施設の概況
　令和５年３月末現在の市内の危険物施設数は4,380施設であり、このうち川崎区内が
3,811施設で87.0％を占めている。また、市内の屋外タンク貯蔵所における石油類等第４
類の設置許可施設数は1,559施設で、貯蔵量は約3,493,335kℓとなっている。また、貯蔵状
況を地区別に見ると、石油コンビナート等特別防災区域（京浜臨海地区）内が約
3,493,053kℓと市全体の99.9％以上を占め、石油コンビナート地域の特性を表している。
（「令和４年消防年報」より）

時点修正

15 1 2 3

被害の概要
東北～関東地方の広い範囲で死者19,782人、不明2,550人、負傷者6,242人、住家全壊
122,053人、半壊284,074人の被害が発生。（令和７年３月現在）被害の多くは巨大津波に
よるものである。

被害の概要
東北～関東地方の広い範囲で死者19,775人、不明2,550人、負傷者6,242人、住家全壊
122,050人、半壊283,998人の被害が発生。（令和６年３月現在）被害の多くは巨大津波に
よるものである。

時点修正

16 1 3 2
１　平成25年調査（マグニチュード7.3）と平成22年調査（マグニチュード7.3）の川崎市
直下の地震の被害概要

１　平成25年調査（新設）と平成22年調査（新設）の川崎市直下の地震の被害概要 パブリックコメント等による修正

17 1 3 2 ２　慶長型地震による津波被害（平成25年調査（マグニチュード8.5）） ２　慶長型地震による津波被害（平成25年調査（新設）） パブリックコメント等による修正

22 1 4 1

第１節　減災目標及びかわさき強靭化計画の策定
１ 減災目標及び川崎市地震防災戦略の策定
(略)
　神奈川県においては、東日本大震災の教訓や国の検討を踏まえ、平成25･26年度に地震
被害想定調査を実施し、地震防災戦略を、平成28年３月に策定した。
　令和５･６年度に、前回と同様の想定地震（都心南部直下地震、三浦半島断層群の地
震、神奈川県西部地震、東海地震、南海トラフ巨大地震、大正型関東地震）を対象とし
て、令和６年能登半島地震の教訓や国の検討状況を踏まえ、地震被害想定調査を実施し、
大正型関東地震による死者数を半減することを減災目標とした新たな地震防災戦略を令和
７年３月に策定した。

第１節　減災目標及びかわさき強靭化計画の策定
１ 減災目標及び川崎市地震防災戦略の策定
（略）
　神奈川県においては、国の検討と連携して、平成 19･20 年度に地震被害想定調査を実
施し、７地震を対象とした上で、『今後６年間で、三浦半島断層群の地震による死者数を
半減以上、経済被害額を４割減以上、神奈川県西部地震の津波による死者数を半減以上』
を減災目標とする「地震防災戦略」を平成22年３月に策定した。
　また、東日本大震災の教訓や国の検討を踏まえ、平成25･26年度に地震被害想定調査を
実施し、新たな地震防災戦略を、平成28年３月に策定した。
（新設）

時点修正

29 1 5 6
ＮＴＴ東日本㈱（神奈川事業部）
ＮＴＴドコモビジネス(株)

東日本電信電話㈱（神奈川事業部）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

時点修正

30 1 5 6

１ 医療救護
２ こころのケア
３ 救援物資の備蓄及び配分
４ 血液製剤の供給
５ 義援金の受付及び配分
６ その他応急対応に必要な業務
７ 復旧・復興に関する業務
８ 防災・減災に関する業務

１ 医療救護
２ こころのケア
３ 救援物資の備蓄及び配分
４ 災害時の血液製剤の確保及び供給
５ 義援金の受付及び配分
６ その他災害救護に必要な業務

時点修正

30 1 5 6
首都高速道路㈱
（神奈川局）

首都高速道路㈱
（神奈川管理局）

時点修正

34 1 6 1

第１節　市民の基本的責務
　自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、市民は地震及び地震防災に関する
知識の習得や自らの災害教訓の伝承に努め、相互に協力するとともに、市が実施する地震
防災に関する事業に積極的に協力し、防災体制の強化に寄与することが求められる。
平常時から建物の耐震性・耐火性及び家具、家電等の転倒・落下防止措置に配慮するとと
もに、家庭において最低３日間、推奨1週間分以上の食料、飲料水、災害用トイレ、非常
用品等の備蓄を図るよう努めなければならない。

第１節　市民の基本的責務
　自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、市民は地震及び地震防災に関する
知識の習得や自らの災害教訓の伝承に努め、相互に協力するとともに、市が実施する地震
防災に関する事業に積極的に協力し、防災体制の強化に寄与することが求められる。
平常時から建物の耐震性・耐火性及び家具、家電等の転倒・落下防止措置に配慮するとと
もに、家庭において最低３日間、推奨1週間分以上の飲料水・食料や災害用トイレ、非常
用品等の備蓄を図るよう努めなければならない。

時点修正

35 2 1 1

第１節　基本的な方針
(略)
　防災都市づくりを進めるにあたっては、都市計画マスタープランや、自然災害リスクの
低減・回避に必要な取組方針、大規模災害発生後の迅速な都市復興方策を取りまとめた立
地適正化計画等を踏まえ、防災・減災に資する都市計画手法等の対策実施に向けた取組や
地域住民との協働による防災・減災に資する対策を効果的・効率的に推進していく。

第１節　基本的な方針
(略)
　防災都市づくりを進めるにあたっては、都市計画マスタープラン等を踏まえ、災害に強
い市街地形成を目指した予防的な対策や大規模災害発生後の迅速な都市復興方策を取りま
とめた防災都市づくり基本計画に基づき、防災・減災に資する都市計画手法等の対策実施
に向けた取組や地域住民との協働による防災・減災に資する対策を効果的・効率的に推進
していく。

時点修正

37 2 1 3 市内防火地域、準防火地域図（令和７年４月現在） 市内防火地域、準防火地域図（令和６年４月現在） 時点修正
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

38 2 1 4

５　既存建築物からの落下物に対する安全対策
　落下物のおそれのある建築物について、その所有者又は管理者に対し改善指導する。

５　既存建築物からの落下物等に対する安全対策
　震災後の避難所（小学校）までの避難経路の安全確保に寄与するため、市立小学校114
校の通学路沿いにある建築物の「落下物及びブロック塀等実態調査」を実施し、その結果
に基づき、継続的に改善指導を行う。

時点修正

38 2 1 4

６　川崎市防災行政無線回線の保護【危機管理本部】
　無線回線のうち、多重系防災行政無線回線については、その回線に影響する開発、再開
発を行う事業者に対し、回線が遮断されないよう指導又は協力を要請する。

６　川崎市防災行政無線回線の保護【危機管理本部】
　無線回線のうち、多重系無線回線については、その回線に影響する開発、再開発を行う
事業者に対し、回線が遮断されないよう指導又は協力を要請する。

標記の統一

38 2 1 5

２　市民防災農地の確保【経済労働局都市農業振興センター】
　大規模地震時の市民の一時避難場所又は応急仮設住宅建設用地・復旧用資材置場とし
て、農地をあらかじめ防災農地として登録し、市民の安全確保と円滑な復旧活動に役立て
るものである。
　毎年、ＪＡの協力を得て市民防災農地の追加登録を行なっており、登録した農地につい
ては、引き続き、防災農地のシール、標識柱又は標識板で表示することにより市民に周知
する。なお、令和７年１月１日現在で、553箇所、81.1haの市民防災農地を登録してい
る。

２　市民防災農地の確保【経済労働局都市農業振興センター】
　震災時の市民の一時避難場所又は応急仮設住宅建設用地・復旧用資材置場として、農地
をあらかじめ防災農地として登録し、市民の安全確保と円滑な復旧活動に役立てるもので
ある。
　毎年、ＪＡの協力を得て市民防災農地の追加登録を行なっており、登録した農地につい
ては、引き続き、防災農地のシール、標識柱又は標識板で表示することにより市民に周知
する。なお、令和６年１月１日現在で、544箇所、80.7haの市民防災農地を登録してい
る。

時点修正

38 2 1 5

３　企業等との連携による一時避難場所等の確保【危機管理本部】
　企業等が所有・管理するグラウンドや駐車場等については、震災時の市民の一時避難場
所等としての機能が期待できるため、協定による場所の確保に努めるとともに、（削除）
川崎市防災協力事業所登録制度を通じて企業等へ協力を求めていく。

３　企業等との連携による一時避難場所等の確保【危機管理本部】
　企業等が所有・管理するグラウンドや駐車場等については、震災時の市民の一時避難場
所等としての機能が期待できるため、協定による場所の確保に努めるとともに、川崎市防
災協力連絡会や川崎市防災協力事業所登録制度を通じて企業等へ協力を求めていく。

時点修正

39 2 1 5
(略)
（削除）

(略)
（資料編 川崎市防災協力連絡会設置要綱）

時点修正

40 2 1

資料   川崎市都市計画概要表                 令和７年４月現在

ウ　用途地域等指定面積及び割合
(ｱ) 用途地域
ｉ　商業地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　808 ha（ 6.3 ％）
ｋ　工業地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　460 ha（ 3.7 ％）
(ｲ) 防火地域及び準防火地域
(ｳ) 高　度　地　区
ｄ　第４種高度地区　　　　　　　　　　　　　　　　　 460 ha
(ｴ) 都市計画道路
ｂ　幹　線　街　路　　74 路線延長　　　　　　　  274,500 ｍ
ｃ　区　画　街　路　　13 路線延長　　　　　　 　　 5,370 ｍ
ｄ　特　殊　街　路　　20 路線延長　　　　　 　 　  7,140 ｍ
(ｵ) 都市計画公園 緑地
 a  公      園　      319 箇所　面積　     199.69 ha

資料   川崎市都市計画概要表                 令和６年４月現在

ウ　用途地域等指定面積及び割合
(ｱ) 用途地域
ｉ　商業地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　806 ha（ 6.3 ％）
ｋ　工業地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　461 ha（ 3.7 ％）
(ｲ) 防火地域及び準防火地域
(ｳ) 高　度　地　区
ｄ　第４種高度地区　　　　　　　　　　　　　　　　　 461 ha
(ｴ) 都市計画道路
ｂ　幹　線　街　路　　74 路線延長　　　　　　　  274,710 ｍ
ｃ　区　画　街　路　　11 路線延長　　　　　　 　　 3,890 ｍ
ｄ　特　殊　街　路　　14 路線延長　　　　　 　　　 3,810 ｍ
(ｵ) 都市計画公園 緑地
 a  公      園　      320 箇所　面積　     197.65 ha

時点修正

45 2 2 5

(2)　送・配水施設
ア　送水施設
　ポンプ施設については、電源及び通信設備の二重化を行い、災害時に停電が発生しても
安定して送水が継続できる体制を確保している。送水管については、主として溶接鋼管を
使用してきたことから耐震化率は高いものの老朽化が進行しているため、将来の更新等も
見据えた二重化・ネットワーク化等、管路のバックアップ機能の強化を図り、今後も災害
時にも安定して送水が可能となるよう施設整備を推進する。

(2)　送・配水施設
ア　送水施設
　ポンプ施設については、電源及び通信設備の二重化を行い、災害時に停電が発生しても
安定して送水が継続できる体制を確保した。送水管については主として溶接鋼管を使用
し、耐震化を推進し、災害時にも安定して送水が可能となるよう施設整備を推進する。

時点修正

45 2 2 5

イ　配水施設
　配水池・配水塔に関して、計装設備及び通信設備等の停電対策を実施し、災害時に停電
が発生しても安定して配水が継続できる体制を確保している。また、更新や耐震補強工事
を進めた結果、令和６年度に配水池・配水塔の耐震化が完了している。引き続き、災害時
の飲料水確保に必要な貯水機能の向上を図り、災害時にも安定して配水や応急給水等が可
能となるよう施設整備を推進する。
　管路については、重要な管路と位置付けた重要施設（市立小・中・高等学校等の避難所
及び重要な医療機関）への供給ルートの耐震化は令和５年度に完了しており、引き続き、
消防署・警察署等の重要施設への供給ルートを効率的・効果的に耐震化を進め、地震に強
い配水システムを構築する。

イ　配水施設
　配水池・配水塔に関して、計装設備及び通信設備等の停電対策を実施し、災害時に停電
が発生しても安定して配水が継続できる体制を確保した。今後も、実施済の耐震診断の結
果を踏まえ、継続して耐震補強等を実施し、耐震化を進め、貯水機能の向上を図り、災害
時にも安定して配水(新設)が可能となるよう施設整備を推進する。
　管路については、(新設)重要施設（市立小・中・高等学校等の避難所及び重要な医療機
関）への供給ルートや地震時の被害が懸念される老朽配水管を重要な管路と位置付け、耐
震管への更新を実施し、地震に強い配水システムを構築する。

時点修正
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

45 2 2 5

(3)　応急給水・応急復旧体制の確立
ア　水道事業及び工業用水道事業における災害復旧用資材備蓄計画に基づき、市内3箇所
に復旧用資材を備蓄する。
イ　応急給水用資器材備蓄計画に基づき、応急給水に必要な資器材を確保する。
ウ　災害時に半径約750m以内で市民が応急給水を受けられるよう、地域防災拠点を中心と
する災害時応急給水拠点や市立小中学校の開設不要型応急給水拠点を含め、災害時応急給
水拠点は、令和６年度末では313箇所となっている。

(3)　応急給水・応急復旧体制の確立
ア　水道事業及び工業用水道事業における災害復旧用資材備蓄計画に基づき、市内3箇所
に復旧用資材を備蓄する。
イ　応急給水用資器材備蓄計画に基づき、応急給水に必要な資器材を確保する。
ウ　災害時に半径約750m以内で市民が応急給水を受けられるよう、地域防災拠点を中心と
する災害時応急給水拠点や市立小中学校の開設不要型応急給水拠点を含め、災害時応急給
水拠点は、令和５年度末では313箇所となっている。

時点修正

45 2 2 5

２　工業用水道施設
　工業用水道施設は、耐震化率が高いことから地震によって壊滅的な打撃を受けるとは考
え難いが、工業用水道施設の安全強化のため具体策を検討し、施設の破損により給水に重
大な影響を与えるもの、二次災害の恐れのあるもの等を重点に施設の改良・整備を行い、
被害を最小限に止めるための諸施策を実施する。

２　工業用水道施設
　工業用水道施設は、（新規）地震によって壊滅的な打撃を受けるとは考えられないが、
工業用水道施設の安全強化のため具体策を検討し、施設の破損により給水に重大な影響を
与えるもの、二次災害の恐れのあるもの等を重点に施設の改良・整備を行い、被害を最小
限に止めるための諸施策を実施する。

時点修正

46 2 2 5

(2)　送・配水施設
ア　送水施設
　ポンプ施設については、電源及び通信設備の二重化を行い、災害時に停電が発生しても
安定して送水が継続できる体制を確保している。送水管については、主として溶接鋼管を
使用してきたことから耐震化率は高いものの老朽化が進行しているため、将来の更新等も
見据えたネットワーク化等、管路のバックアップ機能の強化を図り、今後も災害時にも安
定して送水が可能となるよう施設整備を推進する。

(2)　送・配水施設
ア　送水施設
　ポンプ施設については、電源及び通信設備の二重化を行い、災害時に停電が発生しても
安定して送水が継続できる体制を確保した。送水管については主として溶接鋼管を使用
し、耐震化を推進し、今後も災害時にも安定して送水が可能となるよう施設整備を推進す
る。

時点修正

49 2 2 7

(1)　一般建築物の落下物防止対策
　（削除）落下物のおそれのある建築物について、その所有者又は管理者に対し改善指導
する。

(1)　一般建築物の落下物防止対策
　避難所である小学校の通学路に面した３階建以上の建築物を対象に平成９年から平成11
年に行った実態調査の追跡をしている。実態調査の結果、落下物のおそれのある建築物に
ついて、その所有者又は管理者に対し改修を指導する。

時点修正

51 2 2 9

第９節　災害対応の拠点となる庁舎等の耐災害性の向上
【まちづくり局、危機管理本部、関係局区】

第９節　災害対応の拠点となる庁舎等の耐災害性の向上
【総務企画局公共施設総合調整室、危機管理本部、関係局】

時点修正等

52 2 3

第３章　土砂災害・宅地災害対策
【中略】
　この他、崖附近地等に建築物や擁壁を設ける場合は建築基準法令、また、宅地造成等工
事規制区域においては宅地造成及び特定盛土等規制法令及び建築基準法令に規定された技
術基準により建築物の敷地、排水施設、基礎及び擁壁等の構造等に関し、規制・指導を行
う。
　また、未然に崖崩れ災害を防止するため、危険崖や擁壁の巡視、崖の保全、改善工事等
の指導により、崖崩れ防災対策を進める。

第３章　土砂災害・宅地災害対策
【中略】
　この他、崖附近地等に建築物や擁壁を設ける場合は建築基準法令、また、宅地造成(新
設)工事規制区域においては宅地造成等規制法令及び建築基準法令に規定された技術基準
により建築物の敷地、排水施設、基礎及び擁壁等の構造等に関し、規制・指導を行う。
　また、未然に崖崩れ災害を防止するため、危険崖や擁壁の巡視、崖の保全、改善工事等
の指導により、崖崩れ防災対策を進める。

宅地造成及び特定盛土等規制法改正に
よる修正

52 2 3 1

(2)　土砂災害警戒区域への対策
ア　市は、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、避難体制の整備を図る。情報の伝達手
段としては、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メー
ル、（削除）、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（削除）、
防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を活用する。
イ 市は、警戒区域内の要配慮者利用施設に対して、円滑な避難が行われるようメール
ニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、コミュニティＦＭ、防災行政無線
等による情報伝達を行う。

(2)　土砂災害警戒区域への対策
ア　市は、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、避難体制の整備を図る。情報の伝達手
段としては、（新設）、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、市
ホームページ、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（かわさき
ＦＭ）、防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を活用す
る。
イ 市は、警戒区域内の要配慮者利用施設に対して、円滑な避難が行われるようメール
ニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、（新設）、防災行政無線等による
情報伝達を行う。

時点修正等

52 2 3 1

(2) 土砂災害特別警戒区域への対策
ア  県は、特定開発行為に対し、許可制として、一定の規制を行う。
イ  市は、居室を有する建築物に対し、建築基準法に基づく建築確認の際に、土砂災害対
策に対する構造審査を行う。

(2) 土砂災害特別警戒区域への対策
ア  県は、特定開発行為に対し、許可制として、一定の規制を行う。
イ  市は、居室を有する建築物に対し、建築基準法に基づく構造規程を定める。

時点修正

53 2 3 1

オ　市は、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メー
ル、（削除）、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（削除）、
防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等により、情報の伝
達を行う。

オ　市は、（新設）、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、市
ホームページ、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（かわさき
ＦＭ）、防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等により、
情報の伝達を行う。

時点修正等
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

53 2 3 2

第２節　宅地災害の予防対策
１　宅地造成等工事に対する規制と指導
　市は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）に基づく、宅地造成等
工事規制区域（川崎市全域）内で行われる宅地造成等工事の許可・指導・監督・検査等を
行うとともに、災害の防止上必要があると認めるときは、同法による土地保全の努力義務
の規定に基づき、土地所有者等に対し、擁壁又は排水施設の設置及び改善等の措置をとる
ことの勧告又は改善命令を行い、災害の防止を図っている。

第２節　宅地災害の予防対策
１　宅地造成（新規）工事に対する規制と指導
　市は、市域における宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）に基づく、宅地造成
（新設）工事規制区域（多摩丘陵一帯約 5,790ha）内で行われる宅地造成（新設）工事の
許可・指導・監督・検査等を行うとともに、災害の防止上必要があると認めるときは、同
法による宅地保全の努力義務の規定に基づき、宅地所有者等に対し、擁壁又は排水施設の
設置及び改善等の措置をとることの勧告又は改善命令を行い、災害の防止を図っている。

宅地造成及び特定盛土等規制法改正に
よる修正

54 2 3 2

３　宅地耐震化推進事業
　市は、首都直下地震等に備えるため、大規模盛土造成地の経過観察により滑動崩落を示
唆する変状の有無の把握を行うとともに、必要に応じた調査を実施する。併せて、大規模
盛土造成地マップを活用した啓発を行い、宅地の耐震化を推進する。
４　急傾斜地の把握等
　市は、県が急傾斜地を調査及び把握し、土砂災害警戒区域等に指定する際に、関係機関
との調整に協力するとともに、各種情報提供等を行う。
　また市は、必要に応じ急傾斜地等の点検・確認を実施するとともに、衛星等による地盤
変状観測など新たな技術も積極的に活用して市内の崖の状況を適切に把握することによ
り、効果的な崖地の安全対策を実施する。
５  相談体制の構築
　市は、住宅・宅地の安全と防災に関する専門家である一般社団法人地盤品質判定士会と
の協定の締結により、崖に関する相談に対応できる民間窓口を確保するとともに、出張相
談会の実施や必要に応じた専門家の現地派遣等を行うなど、崖地や擁壁の安全性に関する
市民からの専門的な相談に対する支援体制を構築する。
６　擁壁の改修等、宅地防災工事に係る助成制度
　市は、宅地災害の防止又は復旧を目的とした宅地防災工事、崖の変状・変形の進行の抑
制を目的とした補修・補強等の宅地減災工事に対し、工事費用の一部を助成することで、
擁壁等の改修促進を図る。

（新設）

３　急傾斜地の把握等
　市は、県が急傾斜地を調査及び把握し、土砂災害警戒区域等に指定する際に、関係機関
との調整に協力するとともに、各種情報提供等を行う。
　また市は、必要に応じ急傾斜地等の点検・確認を実施するとともに、衛星等による地盤
変状観測など新たな技術も積極的に活用して市内の崖の状況を適切に把握することによ
り、効果的な崖地の安全対策を実施する。
４  相談体制の構築
　市は、住宅・宅地の安全と防災に関する専門家である一般社団法人地盤品質判定士会と
の協定の締結により、崖に関する相談に対応できる民間窓口を確保するとともに、出張相
談会の実施や必要に応じた専門家の現地派遣等を行うなど、崖地や擁壁の安全性に関する
市民からの専門的な相談に対する支援体制を構築する。
５　擁壁の改修等、宅地防災工事に係る助成制度
　市は、宅地災害の防止又は復旧を目的とした宅地防災工事、崖の変状・変形の進行の抑
制を目的とした補修・補強等の宅地減災工事に対し、工事費用の一部を助成することで、
擁壁等の改修促進を図る。

時点修正

54 2 3 2

【宅地防災工事】
　崖崩れが発生するおそれがある崖の崖崩れの防止又は崖崩れが発生した崖の復旧を目的
とし、宅地造成及び特定盛土等規制法又は建築基準法で定める技術基準に適合する工事

【宅地防災工事】
　崖崩れが発生するおそれがある崖の崖崩れの防止又は崖崩れが発生した崖の復旧を目的
とし、宅地造成等規制法又は建築基準法で定める技術基準に適合する工事

宅地造成及び特定盛土等規制法改正に
よる修正

55 2 3 4

第４節　地盤の液状化の危険性の周知【危機管理本部】
　地震時に砂地盤が液状化し、構造物に被害を及ぼすことは、昭和39年の新潟地震を契機
に注目されようになった。
　また、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも埋立地においてかなりの範囲で液状化に伴
う噴砂現象が発生し、地下埋設物等の被害があったことや、能登半島地震においては、液
状化とともに地盤が大きく水平方向に動く「側方流動」の現象が報告されている。
　本市の地震被害想定調査報告書にも、臨海部から幸区、中原区にかけて液状化が発生す
る可能性が極めて高く、高津区においても液状化危険度の高い地域がややまとまって分布
すると指摘されている。本市では、この被害想定調査のデータや神奈川県アボイドマップ
等を公表するなど、液状化の危険性を周知していく。

第４節　地盤の液状化の危険性の周知【危機管理本部】
　地震時に砂地盤が液状化し、構造物に被害を及ぼすことは、昭和39年の新潟地震を契機
に注目されるようになった。
　また、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも埋立地においてかなりの範囲で液状化に伴
う噴砂現象が発生し、地下埋設物等の被害が（新設）報告されている。
　本市の地震被害想定調査報告書にも、臨海部から幸区、中原区にかけて液状化が発生す
る可能性が極めて高く、高津区においても液状化危険度の高い地域がややまとまって分布
すると指摘されている。本市では、この被害想定調査のデータや神奈川県アボイドマップ
等を公表するなど、液状化の危険性を周知していく。

災害対策基本法改正に伴う修正

60 2 4 3

(2)　育成指導
（略）
イ　災害発生時における有事即応の体制を確立するため、消防用資器材取扱い等実践的な
消防訓練の実施を指導する。

(2)　育成指導
（略）
イ　災害発生時における有事即応の体制を確立するため、消防用機器資材取扱い等実践的
な消防訓練の実施を指導する。

字句修正
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

61 2 5

第５章　震災に対応するための情報システムの整備【危機管理本部】
  被害状況や災害関連情報を迅速に集約し、市及び防災関係機関等相互の適切な情報共有
を図ることにより、災害応急対策の円滑な実施と、地域住民に対する正確な情報提供を行
うため、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、震度情報ネット
ワークシステム、震災被害シミュレーション及び総合防災情報システム等を駆使して、情
報の収集、集約、分析、共有及び伝達を行うとともに、平素から研修、訓練等により機器
操作・運用に習熟する。

第５章　震災に対応するための情報システムの整備【危機管理本部】
  被害状況や災害関連情報を迅速に集約し、市及び防災関係機関等相互の適切な情報共有
を図ることにより、災害応急対策の円滑な実施と、地域住民に対する正確な情報提供を行
うため、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、震度情報ネット
ワークシステム、震災被害シミュレーション及び総合防災情報システム等を駆使して、情
報の収集、集約、分析、共有及び伝達を行うとともに、平素から研修、訓練等により機器
操作（新設）に習熟する。

時点修正

61 2 5 1

第１節　震度情報ネットワークシステム
　震度情報ネットワークシステムは、市が設置した計測震度計の稼動状況の監視、震度情
報の集計、防災関係機関への情報配信等を行うためのシステムであり、市が設置した10か
所の計測震度計、サーバ等から構成している。計測震度計が地震を計測すると、すべての
計測震度計の震度情報がサーバに集約され、神奈川県震度情報ネットワークシステムを通
じ、気象庁へと送られる。気象庁によって集約された震度情報は、震度速報、震度情報と
して、Ｊアラート、Ｌアラート（災害情報共有システム）等を通じて防災関係機関等に共
有され、市民や防災関係機関等に電子メールや同報系防災行政無線により情報伝達を行
う。

第１節　震度情報ネットワークシステム
　震度情報ネットワークシステムは、市が設置した計測震度計の稼動状況の監視、震度情
報の集計、防災関係機関への情報配信等を行うためのシステムであり、市が設置した10か
所の計測震度計、サーバ等から構成している。計測震度計が地震を計測すると、すべての
計測震度計の震度情報がサーバに集約され、神奈川県震度情報ネットワークシステムを通
じ、気象庁へと送られる。気象庁によって集約された震度情報は、震度速報、震度情報と
して、Ｊアラート、Ｌアラート（公共コモンズ）等を通じて防災関係機関等に共有され、
市民や防災関係機関等に電子メールや同報系無線により情報伝達を行う。

時点修正等

61 2 5 1
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１） 時点修正

62 2 5 3

３　災害情報を確実に伝える取組
　本市の災害情報を一元的に管理し、必要に応じて、インターネット、電子メール、緊急
速報メール、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、防災行政無
線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等、それぞれの情報伝達手段の
特性に応じて幅広く市民に情報提供を行う。

３　災害情報を確実に伝える取組
　本市の災害情報を一元的に管理し、必要に応じて、インターネット、電子メール、緊急
速報メール、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、（新設）、防災行政無線、ＳＮ
Ｓ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等、それぞれの情報伝達手段の特性に応
じて幅広く市民に情報提供を行う。

時点修正

62 2 5 3
表や図の修正

あり（別添）

（表・図２） 時点修正

63 2 6 1

第１節　趣旨・背景
（略）
　大規模災害時において、市民へ避難情報を確実に伝達するためには、機器の故障や通信
障害等も生じるおそれがあることも踏まえて、ひとつの手段に頼るのではなく、複数の手
段を組み合わせて伝達手段の多重化を図ることが重要となっている。そのため、本市で
は、市ホームページの他、川崎市防災ポータルサイトやかわさき防災アプリ、メール
ニュースかわさき「防災気象情報」、コミュニティＦＭ、防災行政無線、各種ＳＮＳ
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）媒体を活用して、防災情報の配信を行って
いる。

第１節　趣旨・背景
（略）
　大規模災害時において、市民へ避難情報を確実に伝達するためには、機器の故障や通信
障害等も生じるおそれがあることも踏まえて、ひとつの手段に頼るのではなく、複数の手
段を組み合わせて伝達手段の多重化を図ることが重要となっている。そのため、本市で
は、市ホームページの他、川崎市防災ポータルサイトやかわさき防災アプリ、メール
ニュースかわさき「防災気象情報」、（新設）、各種ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）媒体を活用して、防災情報の配信を行っている。

時点修正

64 2 6 4

第４節　防災ラジオの運用
　基本方針に基づき、シンプルでわかりやすい情報伝達手段であるコミュニティＦＭ（か
わさきＦＭ）を活用した防災ラジオの運用を推進する。

（新設） 時点修正

66 2 7 2

４　情報受伝達手段の整備【危機管理本部】
　避難所には、次の情報受伝達手段について、整備する。
(1) 移動系防災行政無線の整備
　避難所と区の情報受伝達手段として、（削除）移動系防災行政無線を整備する。災害時
には、市内及び避難所の被害状況、火災発生状況、住民の避難状況、負傷者等の状況、食
料・飲料水及び生活物資の状況、住民の安否等の情報の受伝達に活用する。

４　情報受伝達手段の整備【危機管理本部】
　避難所には、次の情報受伝達手段について、整備する。
(1) 移動系防災行政無線の整備
　避難所と区の情報受伝達手段として、260MHz帯デジタル移動系防災行政無線を整備す
る。災害時には、市内及び避難所の被害状況、火災発生状況、住民の避難状況、負傷者等
の状況、食料・飲料水及び生活物資の状況、住民の安否等の情報の受伝達に活用する。

時点修正

66 2 7 2

６　施設の整備
　指定緊急避難場所又は指定避難所に指定された公共施設については、高齢者や障害者等
の避難を考慮し、あらかじめ多機能トイレの設置や施設内の段差解消等バリアフリー対策
に努めるものとする。その他、避難者が安心して避難できるよう、必要な資機材等の確保
に努める。
  また、避難所となる体育館へ空調設備を整備するとともに、停電時においても、施設・
設備の機能が確保されるよう、非常用発電設備や太陽光発電整備等の整備に努めるものと
する。

６　施設の整備
　指定緊急避難場所又は指定避難所に指定された公共施設については、高齢者や障害者等
の避難を考慮し、あらかじめ多機能トイレの設置や施設内の段差解消等バリアフリー対策
に努めるものとする。その他、避難者が安心して避難できるよう、必要な資機材等の確保
に努める。
　また、(新設)停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、非常用発電設備
や太陽光発電整備等の整備に努めるものとする。

時点修正

34
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

67 2 7 3

第３節 在宅での避難の考え方の啓発等【危機管理本部】
　自宅が倒壊や火災、浸水等の恐れがなく、安全に利用できる場合には、在宅での避難も
有効であることから、市は、在宅での避難に必要な知識（地震火災を抑制する感震ブレー
カー、家具転倒防止金具、雨水貯留タンク等の設置、避難生活のための備蓄（食料や水等
の循環型備蓄、携帯トイレ等）の重要性や避難所の役割等）の普及啓発など必要な対策を
進める。

第３節 在宅での避難の考え方の啓発等【危機管理本部】
　自宅が倒壊や火災、浸水等の恐れがなく、安全に利用できる場合には、在宅での避難も
有効であることから、市は、在宅での避難に必要な知識（地震火災を抑制する感震ブレー
カーや家具転倒防止金具（新設）等の設置、避難生活のための備蓄（循環型の備蓄や携帯
トイレ）の重要性や避難所の役割等）の普及啓発など必要な対策を進める。

時点修正

67 2 7 4

第４節　災害時のトイレ対策
１　趣旨・背景
　過去の大規模地震では、水洗トイレが使用できず、衛生環境が悪化し、被災した市民の
避難生活や健康に影響を及ぼすなど、トイレ環境の確保が大きな課題となった。このた
め、災害発生当初から誰もが安心して使用することができる安全で衛生的なトイレ環境の
構築を目指し、本市でこれまで進めてきた学校施設や上下水道等の耐震化の取組を活かす
とともに、住宅環境、地域コミュニティの変化、在宅避難や帰宅抑制など避難行動の多様
化を踏まえ、自助、共助、公助の各主体が連携し、トイレ環境の確保に取り組んでいく。
２　基本的な考え方
(1)　避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策への転換
　過去の災害での状況や本市の強みを踏まえ、持続的かつ衛生的に使用できる可能性が高
いマンホールトイレを全ての指定避難所と一部の区役所に整備するとともに、状況に応じ
て携帯トイレを併用するなど、複合的な対策を構築することで、災害時においても避難者
が安心・安全に使用することができる、衛生的なトイレ環境を確保する。
(2)　市民の具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ
　市民一人ひとりが災害に対する関心と理解を深め、災害への備えの強化につながるよ
う、啓発等の強化や多様な主体と連携した取組を実施する。
(3)　共助・公助の各主体が連携した災害用トイレの地域展開
　避難所での避難生活を前提としたこれまでのトイレ対策から、在宅での避難など避難行
動の多様化を見据えて、共助・公助の各主体の連携・協力により地域で面的な広がりのあ
るトイレ対策を実施する。

（新設） 能登半島地震の課題を踏まえた修正
パブリックコメント等による修正

68 2 8 1

(2) 公的備蓄品目
　市が行う公的備蓄の品目については、緊急性があり、かつ災害発生から流通在庫備蓄及
び救援物資が到達するまでの間、避難者に必要不可欠な食料・飲料水、生活必需品とし、
次の品目を中心に計画的に備蓄するものとする。
　また、物品の調達にあたっては、災害時要配慮者、女性、こども、アレルギー疾患を有
する方からの多様なニーズに配慮する。

(2) 公的備蓄品目
　市が行う公的備蓄の品目については、緊急性があり、かつ災害発生から流通在庫備蓄及
び救援物資が到達するまでの間、避難者に必要不可欠な食料・飲料水、生活必需品とし、
次の品目を中心に計画的に備蓄するものとする。
　また、食物アレルギーを持つ避難者対策として、食物アレルギーに配慮した食料品の備
蓄も進める。

災害対策基本法改正に伴う修正等

69 2 8 3

第３節　備蓄物資の管理及び備蓄状況の把握【危機管理本部、区】
１　備蓄場所
　市は、食料、生活必需品、資器材等を避難所に分散備蓄する。また、各区にある備蓄倉
庫（別表参照）を集中備蓄倉庫と位置付け、避難者の多い避難所への円滑な物資の補充を
図るものとする。
２　備蓄物資の把握等
　市は、施設ごとの物資の備蓄状況（備蓄品目・数量）を物資システム等を活用しながら
把握する。また、年に1度、市の備蓄状況について公表する。

第３節　備蓄場所【危機管理本部、区】
　市は、食料、生活必需品、資器材等を避難所に分散備蓄する。また、各区にある備蓄倉
庫（別表参照）を集中備蓄倉庫と位置づけ、避難者の多い避難所への円滑な物資の補充を
図るものとする。

災害対策基本法改正に伴う修正等

69 2 8 3

第６節　物資の受援体制の構築
　大規模災害が発生した場合、市及び家庭等で備蓄している物資が数日で枯渇し、民間供
給能力の低下等により、被災自治体のみでは、必要な物資量を迅速に調達することは困難
と想定される。 このため、国は、被災都県からの具体的な要請を待たないで、必要不可
欠と見込まれる物資を調達し、被災地に緊急輸送する「プッシュ型支援」を行うこととし
ている。
　こうした支援などに対応し、支援物資の受入れ、避難所への輸送等を円滑に行うため、
市は、機能性の高い施設や輸送・集配のノウハウを有する民間事業者との協定締結を推進
するともに、県、関係団体との連携を図り、物資に関する受援体制を構築する。また、平
時から候補施設の連絡先や情報の更新、新規候補施設の追加を行うなど、施設の状況把握
に努めるものとする。
　さらに、キッチンカー、トイレカー、トレーラーハウスなど災害対応車両に係る国の登
録制度についても、発災時の速やかな活用に向け、平時から活用場所の検討や登録車両の
把握などを行う。

第６節　物資の受援体制の構築
　大規模災害が発生した場合、市及び家庭等で備蓄している物資が数日で枯渇し、民間供
給能力の低下等により、被災自治体のみでは、必要な物資量を迅速に調達することは困難
と想定される。 このため、国は、被災都県からの具体的な要請を待たないで、必要不可
欠と見込まれる物資を調達し、被災地に緊急輸送する「プッシュ型支援」を行うこととし
ている。
　こうした支援などに対応し、支援物資の受入れ、避難所への輸送等を円滑に行うため、
市は、機能性の高い施設や輸送・集配のノウハウを有する民間事業者との協定締結を推進
するともに、県、関係団体との連携を図り、物資に関する受援体制を構築する。また、平
時から候補施設の連絡先や情報の更新、新規候補施設の追加を行うなど、施設の状況把握
に努めるものとする。
（新設）

防災基本計画修正に伴う修正等

35



令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

71 2 9 1

(1) 緊急通行車両の要件
（略）
(ア)　警報の発令及び伝達並びに避難の指示等

(1) 緊急通行車両の要件
（略）
(ア)　警報（新設）発令及び伝達並びに避難の指示（新設）

字句修正

74 2 10 2

１　市政だより、防災啓発誌、防災関係パンフレット等による広報・啓発
２　ハザードマップ等の作成及び頒布
３　防災講演会、ぼうさい出前講座等による啓発
４　各種イベント、各区防災コーナーでの啓発
５　川崎市防災ポータルサイト等での啓発
６　新聞、ラジオ、テレビ等のマスメディアでの啓発
７　防災訓練や災害図上訓練の実施
８　防災関係資料等の貸出（ぼうさいライブラリー）
９　企業の自衛消防組織等が実施する消防訓練等に対する指導
10　防災まちづくりの支援

１　市政だより、防災啓発誌、防災関係パンフレット等による広報・啓発
２　ハザードマップ等の作成及び頒布
３　防災講演会、ぼうさい出前講座等による啓発
４　各種イベント、各区防災コーナーでの啓発
５　川崎市ホームページ（防災ポータルサイト等）での啓発
６　新聞、ラジオ、テレビ等のマスメディアでの啓発
７　防災訓練や災害図上訓練の実施
８　防災関係資料等の貸出（ぼうさいライブラリー）
９　企業の自衛消防組織等が実施する消防訓練等に対する指導
10　防災まちづくりの支援

時点修正

74 2 10 2

１ 災害に関する基礎知識
２ 災害発生時にとるべき行動
３ 災害に対する日常の備えと心構え（家庭内での安全対策、（削除）最低３日間、推奨
１週間（削除）分以上の食料、飲料水（削除）、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレット
ペーパー等の備蓄、
非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、災害時の家族の連絡方法
等）

１ 災害に関する基礎知識
２ 災害発生時にとるべき行動
３ 災害に対する日常の備えと心構え（家庭内での安全対策、「最低３日間、推奨１週
間」分以上の食料、飲料水の備蓄、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備
蓄、
非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、災害時の家族の連絡方法
等）

時点修正

77 2 10 3

４　自主防災組織以外の団体への活動支援
市内で活動する自主防災組織以外の団体が、自助・共助の基本理念に基づき、地域防災力
の向上に資することを目的として行う防災活動を支援するため、防災知識の普及啓発を行
い、防災意識の高揚を図るとともに、市の施策や公益社団法人等で行われる補助制度など
の活用について周知していく。

４　自主防災組織以外の団体への活動支援
市内で活動する自主防災組織以外の団体が、自助・共助の基本理念に基づき、地域防災力
の向上に資することを目的として行う防災活動を支援するため、（新設）市の施策や公益
社団法人等で行われる補助制度などの活用について周知していく。

パブリックコメント等による修正

78 2 10 6

　なお、従業員が安心して防災対応、業務の継続ができるよう家族との安否確認体制の整
備、（削除）最低３日間、推奨１週間（削除）分以上の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易
トイレ、トイレットペーパー等
の備蓄等についても推進する。

　なお、従業員が安心して防災対応、業務の継続ができるよう家族との安否確認体制の整
備、「最低３日間、推奨１週間」分以上の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイ
レットペーパー等の備蓄等についても推進する。

時点修正

79 2 10 6

２ 地域住民等との連携
企業は、地域社会の一員として、地域住民、市、他の事業所自衛消防組織等と協力し、災
害発生時に、次の事項について相互連携した災害応急活動が円滑に実施できるよう、「川
崎市防災協力事業所登録制度」等を活用し、日頃から訓練の実施や、事業活動に支障のな
い範囲で地域の訓練に参加するなど協調体制づくりを進める。

２ 地域住民等との連携
企業は、地域社会の一員として、地域住民、市、他の事業所自衛消防組織等と協力し、災
害発生時に、次の事項について相互連携した災害応急活動が円滑に実施できるよう、「川
崎市防災協力事業所登録制度」等を活用し、日頃から訓練を実施するなど協調体制づくり
を進める。

パブリックコメント等による修正

79 2 10 6

４　行政による企業防災の推進
　市は、市内企業・事業所における防災の取組を推進するため、企業・事業所に必要な防
災対策（施設・設備の災害対策、従業員・顧客の安全確保、業務継続計画（ＢＣＰ）の策
定等）について普及啓発に努め、防災意識の高揚及び取組の推進を図る。
　また、企業の防災体制の構築を図るため、(削除)「川崎市防災協力事業所登録制度」の
運用や地域住民への広報を通じて、企業と地域住民等との連携強化を促進し、地域防災力
の向上を図る。

（削除）
（資料編 川崎市防災協力事業所登録制度実施要綱）

４　行政による企業防災の推進
　市は、市内企業・事業所における防災の取組を推進するため、企業・事業所に必要な防
災対策（施設・設備の災害対策、従業員・顧客の安全確保、業務継続計画（ＢＣＰ）の策
定等）について普及啓発に努め、防災意識の高揚及び取組の推進を図る。
　また、企業の防災体制の構築を図るため、市内企業・事業所で構成された団体の代表者
等で構成した「川崎市防災協力連絡会」において、情報や意見の交換、提案を行うととも
に、「川崎市防災協力事業所登録制度」の運用や地域住民への広報を通じて、企業と地域
住民等との連携強化を促進し、地域防災力の向上を図る。

（資料編 川崎市防災協力連絡会設置要綱）
（資料編 川崎市防災協力事業所登録制度実施要綱）

時点修正

83 2 12 1
第１節　災害ボランティアの活動分野【市民文化局、健康福祉局、危機管理本部、まちづ
くり局、消防局】

第１節　災害ボランティアの活動分野【市民文化局、健康福祉局、危機管理本部、（新
設）消防局】

時点修正
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

84 2 12 3

第３節　被災者援護協力団体の登録制度の活用
　市は、避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付け等の被災者援護に協力するＮＰ
Ｏ・ボランティア団体等を国が事前に登録する被災者援護協力団体登録制度について、災
害活動を支援する団体へ制度を周知し、当該制度への地域の団体の登録を促進するととも
に、国の管理する団体情報（団体名、活動内容、活動エリア等）のデータベースを活用
し、登録団体と平時から顔の見える関係性を構築し、発災時の被災者支援体制の充実を図
る。

(新設) 災害対策基本法改正に伴う修正

87 2 13 1

５　災害時における情報伝達体制の整備【危機管理本部、区】
　市は、要配慮者（特に災害時要援護者）や支援者に対し、気象情報・災害情報等を迅速
かつ的確に伝達するため、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、
緊急速報メール、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（削
除）、防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を活用す
る。

５　災害時における情報伝達体制の整備【危機管理本部、区】
　市は、要配慮者（特に災害時要援護者）や支援者に対し、気象情報・災害情報等を迅速
かつ的確に伝達するため、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、
緊急速報メール、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（かわさ
きＦＭ）、防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を活用
する。

時点修正

87 2 13 4
第４節　災害時要配慮者利用施設等の対策【危機管理本部、(削除)、こども未来局、健康
福祉局、教育委員会】

第４節　災害時要配慮者利用施設等の対策【危機管理本部、建設緑政局河川課、こども未
来局、健康福祉局、教育委員会】

時点修正

88 2 13 4

１　災害時要配慮者利用施設等の範囲
(1)　災害時要配慮者利用施設
　　ア　社会福祉施設
「高齢者施設」
老人福祉センター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人ホーム、介護老人保健施
設、介護医療院、軽費老人ホーム、軽費老人ホームケアハウス、老人いこいの家

１　災害時要配慮者利用施設等の範囲
(1)　災害時要配慮者利用施設
　　ア 社会福祉施設
「高齢者施設」
老人福祉センター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人ホーム、介護老人保健施
設、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム、軽費老人ホームケアハウス、老人いこいの家

時点修正

88 2 13 4

２　土砂災害警戒情報等の伝達
　市は、土砂災害警戒区域内の災害時要配慮者利用施設等に対し、円滑かつ迅速な避難が
行えるよう土砂災害警戒情報等の情報を電話、ＦＡＸ、電子メール、コミュニティＦＭ、
同報系防災行政無線等で伝達する体制を整備する。

２　土砂災害警戒情報等の伝達
　市は、土砂災害警戒区域内の災害時要配慮者利用施設等に対し、円滑かつ迅速な避難が
行えるよう土砂災害警戒情報等の情報を電話、ＦＡＸ、電子メール、（新設）、同報系防
災行政無線等で伝達する体制を整備する。

時点修正

89 2 13 5
第５節　外国人等に関する対策【危機管理本部、総務企画局（削除）シティプロモーショ
ン推進室、市民文化局多文化共生推進課、区】

第５節　外国人等に関する対策【危機管理本部、総務企画局企画調整課、シティプロモー
ション推進室、市民文化局多文化共生推進課、区】

時点修正

90 2 13 6

第６節　避難所等の対策【危機管理本部、健康福祉局、こども未来局危機管理担当、まち
づくり局住宅整備推進課、市営住宅建替推進課、関係局区】
（略）
２　要配慮者等の避難施設の整備【健康福祉局危機管理担当、こども未来局危機管理担
当、危機管理本部】

第６節　避難所等の対策【危機管理本部、健康福祉局、こども未来局危機管理担当、まち
づくり局住宅整備推進課、市営住宅建替推進課、関係局区】
（略）
２　要配慮者等の避難施設の整備【健康福祉局危機管理担当、こども未来局危機管理担当
（追加）】

時点修正

93 2 15
表や図の修正

あり（別添）

（表・図３） （表・図） 津波避難計画との統合に伴う修正

93 2 15
表や図の修正

あり（別添）

（表・図４） （表・図） 津波避難計画との統合に伴う修正

94 2 15 2

第２節　予防対策
１　海岸保全施設の点検・整備
　海岸保全施設である防潮堤や防潮扉については、神奈川県の「海岸保全基本計画」に基
づき、気候変動の影響を踏まえた防護水準への対応及び老朽化対策など、施設の改修等を
行う。

(1)　防潮堤
　防潮堤については、かさ上げによる防護水準への対応や、老朽化による機能不全を防ぐ
ための計画的な維持管理など、施設の改修等を行う。

第２節　予防対策
１　海岸保全施設の点検・整備
（新設）

(1)　防潮堤
　防潮堤については、老朽化による機能不全を防ぐため、計画的に維持管理をし、（新
設）老朽化した施設の改修、補修を行う。

時点修正

94 2 15 2

４　情報伝達体制の整備
　インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、テレビ
神奈川データ放送、コミュニティＦＭ（削除）、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）等を活用するとともに、臨海部の公園施設利用者等に的確に津波警報等を
伝達するため、海岸部に同報系防災行政無線屋外受信機の整備を図る。

４　情報伝達体制の整備
　インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、テレビ
神奈川データ放送、コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）、ＳＮＳ（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）等を活用するとともに、臨海部の公園施設利用者等に的確に津波
警報等を伝達するため、海岸部に同報系防災行政無線屋外受信機の整備を図る。

時点修正
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

94 2 15 2

５　津波避難に関する普及啓発
　「海辺では“地震の次は津波”という認識を持ち、津波警報等を待たずに避難する。」
ということを原則として、防災啓発冊子、防災講演会、ぼうさい出前講座等あらゆる機会
を活用して、津波に関する正しい知識の普及啓発に努め、防災意識の高揚を図るものとす
る。
　特に、防災行政の経験者、自主防災組織のリーダー、ボランティア組織、事業所等の防
災担当者など、地域社会や事業所における津波防災に関する啓発の核となる人材の育成に
努める。
(1)　気象庁が発表する津波警報や津波情報などに関すること。
ア　地震及び津波に関する基礎知識
イ　大津波警報・津波警報・津波注意報の発表基準、津波情報の内容
(2)　避難行動に関すること。
ア　津波浸水予想地域、津波避難施設、避難場所の周知
イ　避難経路及び避難の所要時間の確認
ウ　災害時要援護者の避難支援

※　その他、災害発生時にとるべき行動などについては、第10章第２節を参照

５　防災意識の啓発
　「海辺では“地震の次は津波”という認識を持ち、津波警報等を待たずに避難する。」
ということを原則として、防災啓発冊子、防災講演会、ぼうさい出前講座等あらゆる機会
を活用して、津波に関する正しい知識の普及啓発に努め、防災意識の高揚を図るものとす
る。
（新設）

津波避難計画との統合に伴う修正

95 2 15 2

６　避難体制の整備
　国や県が公表を行った津波浸水予測図や津波被害想定等に基づき津波避難対象地域を設
定するとともに、浸水が予想される地域において津波からの避難ができるよう、津波避難
施設及び津波避難場所の確保を行う。また、津波避難対象地域及び津波避難施設等につい
ては、津波ハザードマップの作成や、各施設等への標識、津波避難誘導看板の設置、イン
ターネットでの公表など、市民及び事業者へ周知するとともに、必要な対策について検
討・実施していくものとする。

(1)　津波避難施設等の指定
　津波から我が身を守るためには、まず津波が到達しない高台に避難することが大原則で
あるが、避難のための十分な時間を確保できない場合もあることから堅牢な中・高層建物
を津波避難施設とし、小・中学校などの公的施設や協力を得られた民間施設などの指定を
推進する。また、予測浸水域外の広域避難場所を避難場所とする。

６　避難体制の整備
　国や県が公表を行った津波浸水予測図や津波被害想定等に基づき津波避難対象地域を設
定するとともに、浸水が予想される地域において津波からの避難ができるよう、津波避難
場所及び津波避難施設の確保を行う。また、津波避難対象地域及び津波避難施設等につい
ては、津波ハザードマップの作成や、各施設等への標識、津波避難誘導看板の設置、イン
ターネットでの公表など、市民及び事業者へ周知する。また、津波避難計画を必要に応じ
適宜修正を行うとともに、必要な対策について検討・実施していくものとする。

(1)　津波避難施設（新設）の指定
　津波から我が身を守るためには、まず津波が到達しない高台に避難することが大原則で
あるが、避難のための十分な時間を確保できない場合もあることから堅固な中・高層建物
を一時的な避難のための施設として利用する避難施設を指定する。

津波避難計画との統合に伴う修正

95 2 15 2

(2)　津波避難施設の開設期間
　東京湾内湾に大津波警報・津波警報が発表されたときから、解除されるまでとする。
(3)　学校区ごとの避難所の割当て
　学校区ごとの要避難対象者数に応じて避難先を割当てた場合の避難所等の一覧を整備す
る。
(4)　臨海部各島の避難にあたっての留意事項

(2)　津波避難施設の開設期間
　東京湾内湾に大津波警報・津波警報が発表されたときから、解除されるまでとする。
(新設)

津波避難計画との統合に伴う修正
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

95 2 15 2

７　津波対策に関する訓練の実施
　津波災害から市民等の生命・財産を守るため、市、市民、企業等が連携し、実践的な訓
練を実施する。
(1)　訓練の実施体制、参加者
ア　実施体制
　自主防災組織、社会福祉施設、学校、医療施設、消防団、事業者、港湾関係者及びボラ
ンティア組織等の参画を得た地域ぐるみの実施体制の確立を図る。
イ　参加者
　住民、事業者・港湾関係者等の幅広い参加を促すとともに、災害時要援護者や観光客等
の避難誘導等の実践的な訓練が可能となるように参加者を検討する。
(2)　訓練の内容
　地域の実情を踏まえ、次の訓練を実施する。
ア　津波警報、津波注意報、津波情報等の情報伝達訓練
イ　津波避難訓練、津波避難施設の開設訓練
ウ　制水門・陸閘の操作、津波監視・観測訓練
エ　要員参集訓練及び本部運営訓練
オ　避難指示の発令・伝達訓練
カ　災害時要援護者に対する避難誘導訓練
キ　救助・救護訓練

（新設） 津波避難計画との統合に伴う修正

96 2 15 2

８　備蓄倉庫の設置等
　各学校等の備蓄倉庫の整備や備蓄物資の配置について、津波による浸水を考慮した対応
を行う。

７　備蓄倉庫の設置等
　各学校等の備蓄倉庫の整備や備蓄物資の配置について、津波による浸水を考慮した対応
を行う。

津波避難計画との統合に伴う修正

96 2 15 2

（本章末資料　川崎港防潮堤築造位置及び防潮扉位置図）
（資料編　津波避難施設及び避難場所一覧)
（資料編　学校区ごとの避難所等一覧)
（資料編　臨海部各島の避難にあたっての留意事項)
（資料編　相模トラフ沿いの最大クラスの地震による津波)
（資料編　慶長型地震の震源モデル)
（資料編　防災への取り組みに関する協定書　(Google Inc))
（資料編　災害に係る情報発信等に関する協定　(ヤフー株式会社))

（本章末資料 川崎港防潮堤築造位置及び防潮扉位置図）
（資料編 津波避難施設及び避難場所一覧)
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（資料編 防災への取り組みに関する協定書 (Google Inc))
（資料編 災害に係る情報発信等に関する協定 (ヤフー株式会社))

津波避難計画との統合に伴う修正

98 2 15 4

４　大津波警報の発表基準となる３ｍ超の津波は、東京湾内湾において国及び神奈川県の
調査では想定されていない。
５　津波警報の避難対象地域は、「津波警報に伴う避難対象町丁名（慶長型地震の場
合）」となる（第４部第６章第６節参照）。ただし、避難対象町丁名は、津波の到達予想
時の潮位及び予想される津波の高さ等を考慮し、検討するものとする。
６　津波注意報の避難対象地域は、臨海部の沿岸、多摩川河川敷となる。

（新設） 津波避難計画との統合に伴う修正

99 2 15 5
表や図の修正

あり（別添）

（表・図５） （表・図） 時点修正

100 2 15 5

３　津波警報・注意報等の伝達
(1)　住民等への情報伝達 住民の安全確保や二次災害の防止等を図るため、区、消防局、
港湾局、危機管理本部は、津波警報・注意報等の伝達を受けたときは、広報車、インター
ネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、テレビ神奈川デー
タ放送、コミュニティＦＭ（削除）、同報系防災行政無線、（削除）、巡視船等により、
関係する地域住民及び事業所等にその旨を伝達し津波注意の喚起をするとともに、海岸か
ら離れた高台や、津波避難施設等への避難を広報するものとする。なお、広報車による伝
達の際には、津波による広報車への被害が生じないよう安全を確保しながら行うものとす
る。

３　津波警報・注意報等の伝達
(1)　住民等への情報伝達 住民の安全確保や二次災害の防止等を図るため、区、消防局、
港湾局、危機管理本部は、津波警報・注意報等の伝達を受けたときは、広報車、インター
ネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メール、テレビ神奈川デー
タ放送、コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）、同報系無線、サイレン、巡視船等により、
関係する地域住民及び事業所等にその旨を伝達し津波注意の喚起をするとともに、海岸か
ら離れた高台や、津波避難施設等への避難を広報するものとする。なお、広報車による伝
達の際には、津波による広報車への被害が生じないよう安全を確保しながら行うものとす
る。

時点修正等
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

101 2 15 6

２　津波警報発表時等
(1)　市長（その補助執行機関として区長、消防局長又は消防署長）は、大津波警報、津
波警報を覚知し、津波による被害が発生するおそれがある場合は、直ちに広報車、消防ヘ
リコプター、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メー
ル、テレビ神奈川データ放送、同報系防災行政無線等により避難指示等の情報伝達を行う
ものとする。（第４部第６章第２節「避難情報」参照）

２　津波警報発表時等
(1)　市長（その補助執行機関として区長、消防局長又は消防署長）は、大津波警報、津
波警報を覚知し、津波による被害が発生するおそれがある場合は、直ちに広報車、消防ヘ
リコプター、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、緊急速報メー
ル、テレビ神奈川データ放送、同報系無線等により避難指示等の情報伝達を行うものとす
る。（第４部第６章第２節「避難情報」参照）

標記の統一

105 2 17 2

第２節 長周期地震動対策
　本市臨海部においては、海溝部で発生する（削除）南海トラフ地震などに起因する長周
期地震動の影響が危惧されることから、コンビナート地域の保安対策の強化を図るため危
険物屋外タンクの長周期地震動対策を推進する。

第２節 長周期地震動対策
　本市臨海部においては、海溝部で発生する東海地震や南海トラフ地震などにより発生す
る長周期地震動の影響が危惧されることから、コンビナート地域の保安対策の強化を図る
ため危険物屋外タンクの長周期地震動対策を推進する。

時点修正

107 3 1 2

(3)　各報道機関へ発表する。また、インターネット、メールニュースかわさき「防災気
象情報」、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（削除）等各種
伝達手段を用いて市民向けに発表する。

(3)　各報道機関へ発表する。また、インターネット、メールニュースかわさき「防災気
象情報」、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（かわさきＦ
Ｍ）等各種伝達手段を用いて市民向けに発表する。

時点修正

112 3 2

第２章　配備【危機管理本部】
　大規模地震が発生した際、その対応の遅れが、被害やその後の対策に大きく影響を及ぼ
すものと考えられ、対応を迅速かつ効率的に行うことが必要であり、そのためには、発災
時間・時間の経過・業務内容及び状況等に応じた人員の配備を行うことが必要であるた
め、次のように定める。

第２章　配備【危機管理本部】
　大規模地震が発生した際、その対応の遅れが、被害やその後の対策に大きく影響を及ぼ
すものと考えられ、対応を迅速且つ効率的に行うことが必要であり、そのためには、発災
時間・時間の経過・業務内容及び状況等に応じた人員の配備を行うことが必要であるた
め、次のように定める。

字句修正

113 3 2 1

３　職員への周知
　各職員へ参集場所を周知し、参集場所において参集する職員を把握するため、動員区分
に基づき、毎年、災害時職員動員名簿を作成し、各所属へ配布する。
　また、活動内容を熟知し、災害対応の迅速化を図るため、各局本部（室）区において、
活動マニュアルを作成し、各職員に周知する。

３　職員への周知
　各職員へ参集場所を周知し、参集場所において参集する職員を把握するため、動員区分
に基づき、毎年、災害時職員動員名簿を作成し、各所属へ配布する。
　また、活動内容を熟知し、災害対応の迅速化を図るため、各局（本部）室区において、
活動マニュアルを作成し、各職員に周知する。

字句修正

118 3 3 1

９　当直及び宿日直担当者の初動体制
（略）
次に、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、テレビ神奈川データ
放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）及び「災害時等における放送要請に関する協定」に基づく各放送
事業者の協力を得て、市民広報を実施し、また、職員には、電子メール等により動員指令
を伝達する。

９　当直及び宿日直担当者の初動体制
（略）
次に、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、テレビ神奈川データ
放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、防災行政無線、ＳＮＳ（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）及び「災害時等における放送要請に関する協定」に基づく放送各
社の協力を得て、市民広報を実施し、また、職員には、電子メール等により動員指令を伝
達する。

字句修正

120 3 4

第４章　災害情報の収集・伝達【危機管理本部、シティプロモーション推進室、区、
消防局、各局室区】

　被害状況や災害関連情報の正確かつ迅速な収集伝達を図ることにより災害応急対策を円
滑に実施し、また、地域住民に対し正しい災害情報を適切な時期に提供するため、有線電
話、インターネット、電子メール、総合防災情報システム、防災行政無線、Ｌアラート
（災害情報共有システム）等あらゆる通信手段を駆使して、通報、伝達、要請等の通信連
絡を行うものとする。

第４章　災害情報の収集・伝達【危機管理本部、シティプロモーション推進室、区、
消防局、各局室区】

　被害状況や災害関連情報の正確かつ迅速な収集伝達を図ることにより災害応急対策を円
滑に実施し、また、地域住民に対し正しい災害情報を適切な時期に提供するため、有線電
話、インターネット、電子メール、総合防災情報システム、防災行政無線、Ｌアラート
（公共コモンズ）等あらゆる通信手段を駆使して、通報、伝達、要請等の通信連絡を行う
ものとする。

時点修正

120 3 4 1
表や図の修正

あり（別添）

（表・図６） （表・図） 時点修正

121 3 4 1
表や図の修正

あり（別添）

（表・図７） （表・図） 時点修正
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

122 3 4 2

２ 通信設備の確保
(1)　一般的な通信設備
ア　一般加入電話（市においては内線電話も含む）
イ　インターネット回線（ｗｅｂサイトアクセス、電子メール等の通信）
ウ　災害時優先電話
　ＮＴＴ東日本（株）等の通信事業者が指定する災害時優先電話は、通信規制や輻輳時で
も優先的に発信が可能であるため、発信専用の番号として使用する。また、電話回線数が
不足する場合は、速やかに臨時電話の準備を行うものとす

２ 通信設備の確保
(1)　一般的な通信設備
ア　一般加入電話（市においては内線電話も含む）
イ　インターネット回線（ｗｅｂサイトアクセス、電子メール等の通信）
ウ　災害時優先電話
　東日本電信電話（株）等の通信事業者が指定する災害時優先電話は、通信規制や輻輳時
でも優先的に発信が可能であるため、発信専用の番号として使用する。また、電話回線数
が不足する場合は、速やかに臨時電話の準備を行うものとす

時点修正

122 3 4 2

(2)　災害時の通信設備
ア　防災行政無線設備等
　有線通信設備（以下、「有線等」という。）が途絶した場合、市が行う地震情報の伝
達、災害対策の指示等は、各種（削除）防災行政無線等を使用する。また、防災行政無線
等を使用する際には通信設備の監視、通信統制等を行い、通信の有効な活用に努める。
(ｱ)　多重系防災行政無線
　市役所庁舎と区役所庁舎等との間で、音声及びＦＡＸによる通信を行う。
(ｲ)　移動系防災行政無線
　市と防災関係機関等との間、市役所庁舎と区役所庁舎、避難所等との間で、音声による
通信を行う。通信方法は、直接通信及び専用通信を優先的に利用する。なお、一部の施設
においてはＦＡＸによる通信も整備している。
(ｳ)　同報系防災行政無線
　屋外受信機（削除）に対し、音声による一斉通報を行う。
(ｴ)　ＭＣＡ無線
　本部長、副本部長、災害対策本部事務局長、区本部長、災害対策本部事務局、区本部事
務局等との間で、音声やメール機能による通信を行う。

(2)　災害時の通信設備
ア　防災行政無線設備等
　有線通信設備（以下、「有線等」という。）が途絶した場合、市が行う地震情報の伝
達、災害対策の指示等は、各種市防災行政無線等を使用する。また、防災行政無線等を使
用する際には通信設備の監視、通信統制等を行い、通信の有効な活用に努める。
(ｱ)　多重系防災行政無線
　市役所庁舎と区役所庁舎等との間で、音声及びＦＡＸによる通信を行う。
(ｲ)　移動系防災行政無線
　市と防災関係機関等との間、市役所庁舎と区役所庁舎、避難所等との間で、音声による
通信を行う。通信方法は、直接通信及び専用通信を優先的に利用する。なお、一部の施設
においてはＦＡＸによる通信も整備している。
(ｳ)　同報系防災行政無線
　屋外受信機及び戸別受信機に対し、音声による一斉通報を行う。
(ｴ)　ＭＣＡ無線
　本部長、副本部長、災害対策本部事務局長、区本部長、災害対策本部事務局、区本部事
務局等との間で、音声やメール機能による通信を行う。

時点修正等

123 3 4 3

(2)　防災関係機関の情報収集
　災害対策本部への情報受伝達手段として、総合防災情報システム、有線等を使用し、有
線等が途絶した場合は、（削除）防災行政無線等を使用するものとする。

(2)　防災関係機関の情報収集
　災害対策本部への情報受伝達手段として、総合防災情報システム、有線等を使用し、有
線等が途絶した場合は、市防災行政無線等を使用するものとする。

標記の統一

123 3 4 3

(3)　コミュニティＦＭ（削除）等
　多くの市民に、市からの災害情報を伝達するため、市内をサービスエリアとするコミュ
ニティＦＭ（削除）を活用する。また、広域的には「災害時等における放送要請に関する
協定」に基づき協定を締結する各報道機関に、放送要請を行うものとする。

(3)　コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）等
　多くの市民に、市からの災害情報を伝達するため、市内をサービスエリアとするコミュ
ニティＦＭ（かわさきＦＭ）を活用する。また、広域的には「災害時等における放送要請
に関する協定」に基づき協定を締結する各報道機関に、放送要請を行うものとする。

時点修正

124 3 4 3

(7)　市保有無線
　（削除）防災行政無線以外の各部が保有する消防用無線、港湾業務用無線等のあらゆる
通信設備を利用し、災害情報の受伝達を図るものとする。

(7)　市保有無線
　市防災行政無線以外の各部が保有する消防用無線、港湾業務用無線等のあらゆる通信設
備を利用し、災害情報の受伝達を図るものとする。

標記の統一

124 3 4 3

(1)　災害情報カメラ
　市役所南庁舎、多摩区総合庁舎、西生田中継所、市立井田病院及び川崎市港湾振興会館
（川崎マリエン）に設置している災害情報カメラからの映像情報を、災害対策本部の大型
映像画面、（削除）総合防災情報システム等に映し出し、被害状況の把握、応急対策活動
等に活用する。

(1)　災害情報カメラ
　市役所第３庁舎、多摩区総合庁舎、西生田中継所、市立井田病院及び川崎市港湾振興会
館（川崎マリエン）に設置している災害情報カメラからの映像情報を、災害対策本部の大
型映像画面、市総合防災情報システム等に映し出し、被害状況の把握、応急対策活動等に
活用する。

時点修正

124 3 4 3

（資料編 災害情報等の放送に関する協定書（かわさき市民放送株式会社））
（資料編 災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定
（ｲｯﾂ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社、株式会社ｼﾞｪｲｺﾑｲｰｽﾄ町田・川崎局、ＹＯＵﾃﾚﾋﾞ株式会
社））

（資料編 災害情報等の放送に関する協定書（かわさき市民放送））
（資料編 災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定
（ｲｯﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社、株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ関東せたまち局、YOUﾃﾚﾋﾞ株式会社））

時点修正
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

125 3 4 4

第４節　防災行政無線等の運用
　市民に対する地震情報等の伝達、市及び防災関係機関等相互間の気象警報・注意報の伝
達、災害対策の指示及び要請、災害関連情報の伝達等については、（削除）防災行政無線
等を有効に活用し運用するものとする。
　なお、気象庁が発表する緊急地震速報の市民等への伝達については、（削除）総合防災
情報システムと市役所庁舎、区役所庁舎等市施設の放送設備との連携を図るとともに、他
の情報通信システムの活用など効果的な伝達方法についても検討を行うものとする。

第４節　防災行政無線等の運用
　市民に対する地震情報等の伝達、市及び防災関係機関等相互間の気象警報・注意報の伝
達、災害対策の指示及び要請、災害関連情報の伝達等については、市防災行政無線等を有
効に活用し運用するものとする。
　なお、気象庁が発表する緊急地震速報の市民等への伝達については、市総合防災情報シ
ステムと市役所庁舎、区役所庁舎等市施設の放送設備との連携を図るとともに、他の情報
通信システムの活用など効果的な伝達方法についても検討を行うものとする。

標記の統一

125 3 4 4
１　無線設備の配置
(1)　（削除）防災行政無線は、次の無線系をもって全体のシステムを構成する。

１　無線設備の配置
(1)　市防災行政無線は、次の無線系をもって全体のシステムを構成する。

標記の統一

125 3 4 4

２　運用
　（削除）防災行政無線は、「川崎市防災行政無線管理運用規程」、「川崎市防災行政無
線管理運用要綱」等に基づき、運用する。

２　運用
　市防災行政無線は、「川崎市防災行政無線管理運用規程」、「川崎市防災行政無線管理
運用要綱」等に基づき、運用する。

標記の統一

125 3 4 6

第６節　防災相互無線の運用
　市と他自治体からの応援無線局及び防災関係機関所属の無線局との情報連絡には、防災
相互通信用（削除）移動系無線（かわさきぼうさい１～２）を活用するものとし、本市が
他の都県市から応援を受ける場合の防災相互通信用無線局の運用は、次の方法による。な
お、神奈川県石油コンビナート防災相互無線局についても同一の周波数を使用しているた
め、運用時には調整を図るものとする。

第６節　防災相互無線の運用
　市と他自治体からの応援無線局及び防災関係機関所属の無線局との情報連絡には、防災
相互通信用アナログ移動系無線（かわさきぼうさい１～２）を活用するものとし、本市が
他の都県市から応援を受ける場合の防災相互通信用無線局の運用は、次の方法による。な
お、神奈川県石油コンビナート防災相互無線局についても同一の周波数を使用しているた
め、運用時には調整を図るものとする。

時点修正

128 3 4 8

２　地震関連情報の伝達
　県、その他の防災関係機関等から受理した地震関連情報、市で観測した震度情報等は、
総合防災情報システム、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、コ
ミュニティＦＭ、防災行政無線等により直ちに関係機関、住民等に伝達する。地震関連情
報の流れは、「第１節 連絡体制」によるものとする。また、（削除）防災行政無線の放
送基準は次の要領による。

２　地震関連情報の伝達
　県、その他の防災関係機関等から受理した地震関連情報、市で観測した震度情報等は、
総合防災情報システム、インターネット、メールニュースかわさき「防災気象情報」、
（新設）、防災行政無線等により直ちに関係機関、住民等に伝達する。地震関連情報の流
れは、「第１節 連絡体制」によるものとする。また、市防災行政無線の放送基準は次の
要領による。

時点修正等

130 3 4 9

イ　（削除）防災行政無線の活用
ウ　コミュニティＦＭ（削除）の活用
　コミュニティＦＭ（削除）を活用し、音声による情報提供に努める。
（略）
ク　緊急速報メールの活用
　携帯電話、スマートフォンによる緊急速報メールを活用し、文字や音による情報提供に
努める。
（略）
ス　防災テレホンサービス
　同報系防災行政無線で放送した内容については、防災テレホンサービスにより市民に提
供する。
（略）
ソ　Lアラートの活用
　災害時に避難指示等の重要情報を市民に迅速、確実に伝達するため、報道機関等（テレ
ビ、ラジオ等）への情報提供に、Ｌアラート（災害情報共有システム）を活用する。

イ　市防災行政無線の活用
ウ　コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）の活用
　コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）を活用し、音声による情報提供に努める。
（略）
ク　緊急速報メールの活用
　携帯電話（新設）による緊急速報メールを活用し、文字（新設）による情報提供に努め
る。
（略）
ス　防災テレホンサービス
　同報系無線で放送した内容については、防災テレホンサービスにより市民に提供する。
（略）
ソ　Lアラートの活用
　災害時に避難指示等の重要情報を市民に迅速、確実に伝達するため、報道機関等（テレ
ビ、ラジオ等）への情報提供に、Ｌアラート（公共情報コモンズ）を活用する。

時点修正等

131 3 4 9
ウ　臨時相談所を設置した場合は、インターネット、電子メール、同報系防災行政無線、
コミュニティＦＭ（削除）、広報紙等によりその旨を広報する。

ウ　臨時相談所を設置した場合は、インターネット、電子メール、同報系無線、コミュニ
ティＦＭ（かわさきＦＭ）、広報紙等によりその旨を広報する。

時点修正等

131 3 4 9

（資料編 災害情報等の放送に関する協定書（かわさき市民放送株式会社））
（資料編 災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定
（ｲｯﾂ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社、株式会社ｼﾞｪｲｺﾑｲｰｽﾄ町田・川崎局、ＹＯＵﾃﾚﾋﾞ株式会
社））

（資料編 災害情報等の放送に関する協定書（かわさき市民放送））
（資料編 災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定
（ｲｯﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社、株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ関東せたまち局、YOUﾃﾚﾋﾞ株式会社））

時点修正

42



令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表

頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

134 4 1 2

(2)　重点防ぎょ
　事前計画に基づく警防活動指定地域を重点に防ぎょする。しかし、現有消防力で対応が
困難な場合においては、他の区域から応援を求めると同時に、防ぎょ線を設定して集中的
な防ぎょ活動を行う。

(2)　重点防ぎょ
　事前計画に基づく消火活動優先地域を重点に防ぎょする。しかし、現有消防力で対応が
困難な場合においては、他の区域から応援を求めると同時に、防ぎょ線を設定して集中的
な防ぎょ活動を行う。

時点修正

138 4 2 1

(8)　防犯対策
　警察は、被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の輸送路及び
集積地における混乱、避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺に
おけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡回等を行う。
　また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力
団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努める。
　さらには、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるととも
に、災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び国民に対する適切な情報提供を行う
など社会的混乱の抑制に努める。

(8)　防犯対策
　警察は、被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の輸送路及び
集積地における混乱、避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺に
おけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡回等を行う。
　また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力
団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努める。
　（新設）

時点修正

138 4 2 1

(10)　広域応援
　県公安委員会は、発生した災害の被害規模に応じて、速やかに広域緊急援助隊の援助要
請を行う。

(10)　広域応援
　警察は、被害規模に応じ、広域緊急援助隊等県外からの応援部隊の派遣要請を行う。

時点修正

139 4 3 1

第１節　道路の啓開活動【建設緑政局、港湾局、危機管理本部、区】
　震災時における道路の状況次第では被災者の救助・救出・消火等の緊急活動作業に著し
い影響を及ぼす。したがって、緊急活動道路（第２部第９章参照）に指定された路線から
優先的に道路機能を復元する啓開活動を行うものとする。
　なお、県内の道路管理者等で構成する神奈川県緊急輸送道路ネットワーク協議会では、
「神奈川県緊急輸送道路管理マニュアル」を策定し、災害発生から最大72 時間以内の道
路啓開を目指し、優先して啓開活動を実施する優先啓開候補路線をあらかじめ選定してお
り、当該候補路線における道路啓開については、本マニュアルに基づき、対応を行う。

（略）

（資料編 神奈川県緊急輸送道路管理マニュアル（神奈川県緊急輸送道路ネットワーク協
議会））
（資料編　災害時における応援に関する協定（川崎建設業協会））
（資料編　災害時における応急対策を行うための応援に関する協定書（神奈川県建設重機
協同組合））
（資料編　災害時における応急対策の協力に関する協定（神奈川県自動車整備振興会））
（資料編　災害時の緊急対策業務に関する協定（日本埋立浚渫協会関東支部））

第１節　道路の啓開活動【建設緑政局、港湾局、危機管理本部、区】
　震災時における道路の状況次第では被災者の救助・救出・消火等の緊急活動作業に著し
い影響を及ぼす。したがって、緊急活動道路（第２部第９章参照）に指定された路線から
優先的に道路機能を復元する啓開活動を行うものとする。
（新設）

（略）

（新設）
（資料編　災害時における応援に関する協定（川崎建設業協会））
（資料編　災害時における応急対策を行うための応援に関する協定書（神奈川県建設重機
協同組合））
（資料編　災害時における応急対策の協力に関する協定（神奈川県自動車整備振興会））
（資料編　災害時の緊急対策業務に関する協定（日本埋立浚渫協会関東支部））

時点修正

140 4 3 2

２　指定区間の周知
　道路管理者及び港湾管理者は、車両等の移動の命令を行う区間を指定したときは、イン
ターネット、電子メール、広報車、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニ
ティＦＭ、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、その他の広報手段によ
り、周知する。

２　指定区間の周知
　道路管理者及び港湾管理者は、車両等の移動の命令を行う区間を指定したときは、イン
ターネット、電子メール、広報車、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニ
ティＦＭ、Twitter、その他の広報手段により、周知する。

時点修正

141 4 3 3

エ　車両移動等の措置
　通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに
より、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあると認めるときは、必要に応
じ当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行い、または自ら
当該措置をとる。

エ　警察官の措置
　通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに
より、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあると認めるときは、必要に応
じ当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行い、または自ら
当該措置をとる。

時点修正
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令和７年度　川崎市地域防災計画震災対策編（修正案）新旧対照表
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正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

146 4 4 1

(2)　川崎市災害医療コーディネーター
　川崎市災害医療コーディネーターは、保健医療調整本部が、効果的な医療救護体制を構
築するために、収集された情報の整理、神奈川県保健医療福祉調整本部や関係機関（市内
各機関や市外からの支援機関（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、日本医師会災害医療
チーム（ＪＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、日本赤十字社等、その他関
係機関等））との調整等に関し、その専門的見地から助言等を行う。

(2)　川崎市災害医療コーディネーター
　川崎市災害医療コーディネーターは、保健医療調整本部が、効果的な医療救護体制を構
築するために、収集された情報の整理、神奈川県保健医療調整本部や関係機関（市内各機
関や市外からの支援機関（DMAT（災害派遣医療チーム）、JMAT（日本医師会災害医療チー
ム）、DPAT（災害派遣精神医療チーム）、日本赤十字社等、その他関係機関等））との調
整等に関し、その専門的見地から助言等を行う。

時点修正等

148 4 4 1

(1)　レベル１
(略)
　なお、自院に収容できない重症者等は、被災地域外に搬送するが、市外後方搬送や広域
搬送を要する場合には、原則として保健医療調整本部が、神奈川県保健医療福祉調整本部
や市外の当該機関等と調整を行う。

(1)　レベル１
（略）
　なお、自院に収容できない重症者等は、被災地域外に搬送するが、市外後方搬送や広域
搬送を要する場合には、原則として保健医療調整本部が、神奈川県保健医療調整本部や市
外の当該機関等と調整を行う。

組織改正に伴う修正

149 4 4 1

市内の災害拠点病院（令和７年４月現在）
帝京大学医学部
附属溝口病院　　高津区二子5-1-1

聖マリアンナ
医科大学病院 　許可病床数：955

市内の災害拠点病院（令和６年４月現在）
帝京大学医学部
附属溝口病院　　　高津区溝口3－8－3

聖マリアンナ
医科大学病院　　　許可病床数：1,208

時点修正

150 4 4 1

７　災害時情報伝達体制の整備
 市は、「広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」を活用するなど関係機関と連携
し、災害時における情報収集機能を強化する。また、市は、防災行政無線等の設置を医療
関係団体へ拡充するとともに、医療関係団体の自主的な情報伝達網を活用する。

７　災害時情報伝達体制の整備
 市は、「広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」を活用するなど関係機関と連携
し、災害時における情報収集機能を強化する。また、市は、防災行政無線の設置を医療関
係団体へ拡充するとともに、医療関係団体の自主的な情報伝達網を活用する。

時点修正

151 4 4 2

２　市外の医療関係団体等
　保健医療調整本部は、災害の規模、傷病者の発生状況及び区本部からの要請に応じ、神
奈川県保健医療福祉調整本部に対して災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・日本赤十字社救
護班・日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を
はじめとする市外の医療関係団体等の応援要請を行い、併せて受入後の活動区域及び内容
について調整を行う。

２　市外の医療関係団体等
　保健医療調整本部は、災害の規模、傷病者の発生状況及び区本部からの要請に応じ、神
奈川県保健医療調整本部に対して災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・日本赤十字社救護
班・日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）をは
じめとする市外の医療関係団体等の応援要請を行い、併せて受入後の活動区域及び内容に
ついて調整を行う。

組織改正に伴う修正

156 4 4 6

５　神奈川ＤＷＡＴの派遣要請
　災害福祉調整本部は、大規模災害時に、避難所及び在宅などで避難生活を送る要配慮者
への福祉ニーズに応じて、「神奈川県災害派遣福祉チーム設置運営要綱」に基づき、神奈
川県に対し神奈川ＤＷＡＴの派遣要請を行う。

５　神奈川ＤＷＡＴの派遣要請
　災害福祉調整本部は、大規模災害時に、避難所における要配慮者への福祉ニーズに応じ
て、「神奈川県災害派遣福祉チーム設置運営要綱」に基づき、神奈川県に対し神奈川ＤＷ
ＡＴの派遣要請を行う。

災害対策基本法の改正に伴う修正

159 4 5 4

２　派遣要請依頼
(1)　県知事が行う派遣要請先
陸上自衛隊に対するもの
県防災行政通信網　３８０４

海上自衛隊に対するもの
県防災行政通信網　２８１４

２　派遣要請依頼
(1)　県知事が行う派遣要請先
陸上自衛隊に対するもの
県防災行政通信網　９－４８６－９２０１

海上自衛隊に対するもの
県防災行政通信網　９－６３７－９２０１

時点修正

159 4 5 4

エ　その他参考となるべき事項
連絡先：神奈川県くらし安全防災局危機管理防災課
      　県防災行政通信網
      　時間内 ３４２４
      　時間外 ３５７５
               ３５７６
               ３５７７
               ３５７８

エ　その他参考となるべき事項
連絡先：神奈川県くらし安全防災局危機管理防災課
      　県防災行政通信網
      　時間内 ９－４００－９３０１
      　時間外 ９－４００－９３１３
　　　　　　　 ９－４００－９３１４
          　　 ９－４００－９３１５
          　　 ９－４００－９３１６

時点修正
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159 4 5 4

（緊急の場合の連絡先）
陸上自衛隊
時間内　県防災行政通信網　３８０４
時間外　県防災行政通信網　３８０４

（緊急の場合の連絡先）
陸上自衛隊
時間内　県防災行政通信網　９－４８６－９２０１
時間外　県防災行政通信網　９－４８６－９２０１

時点修正

161 4 5 6

１ 警察の活動拠点
   警察災害派遣隊等の全国からの応援部隊の活動環境を整備するため、次のとおり宿営
地及び車
両置き場等として利用する活動拠点を配置する。
（略）
※　等々力緑地については、再編整備工事の期間中（令和７年度～令和11年度予定）は、
活動拠点に位置付けられた各施設の使用に影響が生じる場合があることに留意する（以下
２、３、４及び７に記載のある等々力緑地内の活動拠点についても同様とする。）。

２　自衛隊の活動拠点
　　自衛隊の活動環境を整備するため、次のとおり宿営地及び車両置き場等として利用す
る活動拠点を配置する。

１ 警察の活動拠点
　 警察災害派遣隊等の全国からの応援部隊の活動環境を整備するため、次のとおり宿営
地及び車
両置き場等として利用する活動拠点を配置する。
（略）
（新設）

２　自衛隊の活動拠点
　　自衛隊の活動環境を整備するため、次のとおり宿営地及び車両置き場等として利用す
る活動拠点を配置する。

等々力緑地再編整備に伴う修正

163 4 5 7

第７節　災害ボランティアの活動支援
　市は、被災者に対する救援と被災地の復旧・復興が円滑に進むよう、関係機関・団体等
と連携を図りながら、被災者ニーズの把握やボランティア団体等への情報提供を行う。ま
た、（削除）社会福祉協議会及び市民活動センターと協議の上、ボランティアの活動拠点
となる「川崎市災害ボランティアセンター」（支援センター及び地域センター）等を設置
し、必要な資機材の確保等に努め、必要な支援を行う。さらに、市内外を問わず、迅速に
災害ボランティアの受入体制を構築する。

第７節　災害ボランティアの活動支援
　市は、被災者に対する救援と被災地の復旧・復興が円滑に進むよう、関係機関・団体等
と連携を図りながら、被災者ニーズの把握やボランティア団体等への情報提供を行う。ま
た、市社会福祉協議会及び市民活動センターと協議の上、ボランティアの活動拠点となる
「川崎市災害ボランティアセンター」（支援センター及び地域センター）等を設置し、必
要な資機材の確保等に努め、必要な支援を行う。さらに、市内外を問わず、迅速に災害ボ
ランティアの受入体制を構築する。

時点修正

166 4 6 2

２　避難情報の発令基準
　市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命又は身体
を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、避
難を指示する。
　なお、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危険を伴
う場合等やむを得ないときは、居住者等に対し、屋内での待避等の緊急安全確保措置を指
示することができるものとする。
　また、避難情報の発令にあたっては必要に応じ、関係機関に助言を求めることとする。
　市長が避難のための立退きまたは屋内での待避等の安全確保措置を指示することができ
ない場合や市長から要求があった場合、関係法令に定められている指示の要件を満たして
いると認められる場合においては、発令者一覧に掲げる関係機関も避難情報を発令するこ
とができるものとする。

２　避難情報の発令基準
　発令者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命及び身
体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、避難の必要があると認める場
合、避難情報を発令する。なお、危険が目前に切迫し、急を要すると認めるときは避難を
指示する。また、避難情報の発令にあたっては必要に応じ、関係機関に助言を求めること
とする。
　また、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危険を伴
う場合等やむを得ないときは、居住者等に対し、屋内での待避等の安全確保措置を指示す
ることができるものとする。
（新設）

時点修正

166 4 6 2

３　大津波警報・津波警報の発表による避難情報の発令等
　東京湾内湾に大津波警報又は津波警報が発表された場合には、地震による堤防等の被
害、津波の到達予想時の潮位、予想される津波の高さ、慶長型地震による津波浸水予想地
域の浸水深等を考慮し、避難情報を発令するものとする。また、津波注意報が発表された
場合には、臨海部の沿岸及び川崎区・幸区の多摩川の河川敷にいる人達に対して、津波注
意報を伝達し、速やかに海岸から離れ、河川敷から堤内に出ることを促すものとする。

（新設）
　東京湾内湾に大津波警報又は津波警報が発表された場合には、地震による堤防等の被
害、津波の到達予想時の潮位、予想される津波の高さ、慶長型地震による津波浸水予想地
域の浸水深等を考慮し、避難情報を発令するものとする。なお、津波注意報が発表された
場合には、臨海部の沿岸及び川崎区・幸区の多摩川の河川敷にいる人達に対して、津波注
意報を伝達し、速やかに海岸から離れ、河川敷から堤内に出ることを促すものとする。

時点修正
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166 4 6 2

２　避難情報の発令基準
【中略】
(3)　上記(1)及び(2)の対応が困難な場合には、近隣の堅牢な建物などに緊急退避するも
のとする。
(4)　避難は、原則として徒歩とする。
(5)　避難にあたっての心得
ア　各家庭、各職場で津波警報が発表された際の避難行動を定めておく。
イ　気象庁が発表する津波に関する情報をラジオ、テレビ等を通じて入手する。
ウ　気象庁が津波警報を発表した時は、迅速かつ落ち着いて避難する。
エ　津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報や津波注意報が解除されるまでは、自宅等
に戻らない。
オ　避難する際は、大声で周囲の人たちに声を掛け、誘い合う。

２　避難情報の発令基準
【中略】
(3)　上記（新設）の対応が困難な場合には、近隣の堅牢な建物などに緊急退避するもの
とする。
（新設）

津波避難計画との統合に伴う修正

167 4 6 2

４　避難情報の内容
(略）
５　避難情報の伝達方法
　避難情報を発令した場合は、（削除）総合防災情報システムへその内容を登録し、情報
を共有するとともに、次の方法のうち実情に即した方法により市民へ伝達する。

伝達方法
４　（削除）
４　ラジオ・テレビ等による放送
５　市ホームページのトップページ及び（削除）防災ポータルサイトへの掲載
６　メールニュースかわさき「防災気象情報」のメール送信
７　緊急速報メールの送信
８　ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）による配信
９　防災アプリによる配信と掲載
10　Lアラート（災害情報共有システム）への配信
11　テレビ神奈川データ放送の実施
12　コミュニティＦＭ（削除）による放送

６　関係機関等への通知及び報告
（略）
７　避難情報の解除

３　避難情報の内容
(略）
４　避難情報の伝達方法
　避難情報を発令した場合は、市総合防災情報システムへその内容を登録し、情報を共有
するとともに、次の方法のうち実情に即した方法により市民へ伝達する。

伝達方法
４　サイレンの吹鳴による注意喚起
５　ラジオ・テレビ等による放送
６　市ホームページのトップページ及び川崎市防災ポータルサイトへの掲載
７　メールニュースかわさき「防災気象情報」のメール送信
８　緊急速報メールの送信
９　ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）による配信
（新設）
10　Lアラート（公共情報コモンズ）への配信
11　テレビ神奈川データ放送の実施
12　コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）による放送

５　関係機関等への通知及び報告
（略）
６　避難情報の解除

時点修正等

171 4 6 5
ウ　避難状況の報告や取りまとめについては、（削除）総合防災情報システムを活用す
る。

ウ　避難状況の報告や取りまとめについては、市総合防災情報システムを活用する。 標記の統一

171 4 6 5

(4)　広域的避難
　市長は、災害の規模、避難者の状況等に鑑み、市域外への避難が必要な場合には、県内
の他の市町村への住民の受入れについては、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市
町村への受入れについては、県に対し他の都道府県との協議を求めるものとする。なお、
避難の協議にあたっては、災害時の相互応援に関する協定の活用について留意する。

(4)　広域的避難
　他市町村又は他都県での避難の受入れが必要な場合は、災害時における相互援助協定締
結市及び県に対し広域的な受入調整を要請する。

時点修正

174 4 7
第７章　混乱防止及び帰宅困難者対策【危機管理本部、総務企画局シティプロモーション
推進室、港湾局、交通局、区】

第７章　混乱防止及び帰宅困難者対策【危機管理本部、（新設）シティプロモーション推
進
室、港湾局、交通局、区】

時点修正

174 4 7 1

第１節　情報パニックによる混乱防止措置
　電話の不通、情報把握の不正確さによって引き起こされる各種パニックの防止を図るた
め、次の対策を実施するものとする。
１　市長は、防災行政無線、市ホームページ、防災ポータルサイト・アプリ、メール
ニュースかわさき「防災気象情報」、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュ
ニティＦＭ、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、その他の広報可能手
段を活用し、冷静な行動、自動車や電話の使用自粛等住民の注意を喚起する広報を積極的
に行い、流言飛語の防止を図る。

第１節　情報パニックによる混乱防止措置
　電話の不通、情報把握の不正確さによって引き起こされる各種パニックの防止を図るた
め、次の対策を実施するものとする。
１　市長は、防災行政無線、市ホームページ、川崎市防災ポータルサイト、メールニュー
スかわさき「防災気象情報」、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティ
ＦＭ、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、その他の広報可能手段を活
用し、冷静な行動、自動車や電話の使用自粛等住民の注意を喚起する広報を積極的に行
い、流言飛語の防止を図る。

時点修正
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

177 4 8 2
(2)　対象車両
ア　警報の発令及び伝達並びに避難の指示等に使用される車両

(2)　対象車両
ア　警報の発令及び伝達並びに避難情報の伝達に使用される車両

時点修正

178 4 8 3 １　広域物資輸送拠点【神奈川県、危機管理本部、経済労働局】 １　広域物資輸送拠点【（新設）危機管理本部、経済労働局】 時点修正

181 4 9 1

４ 災害時確保水量

令和７年４月現在

４ 災害時確保水量

令和６年４月現在

時点修正

185 4 9 4
表や図の修正

あり（別添）

（表・図８） （表・図） 時点修正

185 4 9 4

（資料編 災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定書（旭ハウス工業株式会
社））
（資料編 災害時における携帯トイレ等の提供協力に関する協定（総合サービス））

（資料編 災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定書（旭ハウス工業株式会
社））
（新設）

時点修正

214 4 13 3 第３節　火葬【健康福祉局保健医療政策課、建設緑政局霊園事務所】 第３節　火葬【健康福祉局生活衛生担当、建設緑政局霊園事務所】 組織改正に伴う修正

216 4 14 1

第１節　学校施設の応急対策【教育委員会】
　（削除）校長及び教育長は、災害時における応急対策を万全なものとするため、教育施
設・設備について次により措置を図るものとする。

第１節　学校施設の応急対策【教育委員会】
　学校長及び教育長は、災害時における応急対策を万全なものとするため、教育施設・設
備について次により措置を図るものとする。

標記の統一

224 4 16 3

(2)　通信連絡
　有線通信設備が不通又は混乱した場合は、緊急連絡に（削除）防災行政無線設備を使用
し、情報の収集、伝達を行うものとする。

(2)　通信連絡
　有線通信設備が不通又は混乱した場合は、緊急連絡に市防災行政無線設備を使用し、情
報の収集、伝達を行うものとする。

標記の統一

229 4 17 5

第５節　救助の内容
１　救助の種類並びに救助の程度、方法及び期間等
(1)　救助の種類
①　避難所、応急仮設住宅の供与
②　炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
③　被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
④　医療及び助産
⑤　被災者の救出
⑥　福祉サービスの提供
⑦　被災した住宅の応急修理
⑧　学用品の給与
⑨　埋葬
⑩　死体の捜索
⑪　死体の処理
⑫　障害物の除去

第５節　救助の内容
１　救助の種類並びに救助の程度、方法及び期間等
(1)　救助の種類
①　避難所、応急仮設住宅の供与
②　炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
③　被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
④　医療及び助産
⑤　被災者の救出
（新設）
⑥　被災した住宅の応急修理
⑦　学用品の給与
⑧　埋葬
⑨　死体の捜索
⑩　死体の処理
⑪　障害物の除去

災害救助法の改正に伴う修正

229 4 17 5
表や図の修正

あり（別添）

（表・図９） （表・図） 災害救助法の改正に伴う修正

231 5 1 3
第３節　弔慰金・見舞金等の支給【健康福祉局地域包括ケア推進室、こども未来局児童家
庭支援・虐待対策室】

第３節 弔慰金・見舞金等の支給（新設） 風水害対策編との整合による修正

233 5 1 4

第４節　資金の貸付【健康福祉局地域包括ケア推進室、神奈川県社会福祉協議会、まちづ
くり局住宅整備推進課、経済労働局金融課、経済労働局都市農業振興センター】

第４節 資金の貸付（新設） 風水害対策編との整合による修正

236 5 1 4

(1)　災害対策資金
（略）
イ　融資条件
（略）
(ｲ)　金利 年 1.9％以内

(1)　災害対策資金
（略）
イ　融資条件
（略）
(ｲ)　金利 年 1.7％以内

時点修正
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

236 5 1 4

(2)　激甚災害対策資金
（略）
イ　融資条件
（略）
(ｲ)　金利 年 1.9％以内

(2)　激甚災害対策資金
（略）
イ　融資条件
（略）
(ｲ)　金利 年 1.7％以内

時点修正

236 5 1 5

第５節　市税等・保険料等の減免措置等【財政局税制課、健康福祉局医療保険課、国民年
金・福祉医療課、介護保険課】
　災害により、被災した市民に対する市税等・保険料等の減免措置等について次のとおり
実施する。
　なお、減免の手続きについては、市税等の減免については市税事務所、その他保険料等
の減免については区役所に備え付けの減免申請書に、その理由及び被害状況を記し、それ
を証する書類を添付し申請する。

１　市税等【財政局税制課】
(1)　期限の延長
イ　被災納税義務者による申請があったときは、市長が（削除）期限を延長する。

(3)　減免
　被災した納税義務者に対し、市税条例第34条及び第49条並びに森林環境税及び森林環境
譲与税に関する法律第11条の規定に基づき、次表のとおり市民税（県民税を含む。）及び
固定資産税並びに森林環境税を減免する。
（削除）

第５節　市税等・保険料等の減免措置等（新設）

（新設）

１　市税等【財政局税制課】
(1)　期限の延長
イ　被災納税義務者等による申請があったときは、市長が納期限を延長する。

(3)　減免
　被災した納税義務者に対し、市税条例第34条及び第49条並びに森林環境税及び森林環境
譲与税に関する法律第11条の規定により、該当する各税目について次により減免を行う。
ア　減免の範囲及び税額
　災害により被災した納税義務者の市民税（県民税を含む）及び固定資産税並びに森林環
境税は、次表により減免する。
イ　減免の手続き
　市税等の減免については市税事務所、その他保険料等の減免については区役所に備え付
けの減免申請書に、その理由及び被害状況を記し、それを証する書類を添付し申請する。

風水害対策編との整合による修正
時点修正

249 6 1 1

第１節　主旨
（略）
　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、既にマグニチュード８
級の地震が発生し、本市でも被害が出ている可能性がある中で、引き続き後発地震への警
戒を続ける必要がある。一方、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場
合は、後発地震としてマグニチュード８級の地震が起きる確率は低いものの、発生すれば
本市に甚大な被害が及ぶため、必要な対応を怠らないことが重要である。

第１節　主旨
（略）
　なお、現時点の科学的な知見では、地震の発生時期・規模・位置等についての確度の高
い予測は困難であるとされていることに留意する。

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正等

249 6 1 2
表や図の修正

あり（別添）

第２節　南海トラフ地震の震度等
　国が実施した南海トラフ（削除）地震に関する被害想定（令和７年３月発表）による
と、本市における最大震度は５強とされている。また、川崎区においては、津波が最短79
分で到達すると見込まれている。なお、本市においては、内閣府による「南海トラフ地震
臨時情報防災対応ガイドライン」に定める「事前避難対象地域」（津波浸水想定区域か
ら、地震発生時に津波からの避難が可能な範囲を除いた地域）は設定していない。
（表・図１０）
（表・図１１）

第２節　南海トラフ地震の震度等
　国が実施した南海トラフの巨大地震に関する被害想定（平成24年８月発表）によると、
本市における最大震度は５強とされている。また、川崎区においては、津波が最短80分で
到達すると見込まれている。なお、本市においては、内閣府による「南海トラフ地震の多
様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」に定める「事前避難対象地
域」（津波浸水想定区域から、地震発生時に津波からの避難が可能な範囲を除いた地域）
は設定していない。
（表・図）
（表・図）

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正
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252 6 2 2

第２節　南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象
（略）

１　半割れ（大規模地震）／被害甚大ケース（以下「半割れケース」という。）の概要
　南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震
発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合をいう。
　また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてモーメントマグニチュー
ド（以下 「Ｍｗ」という。）８以上の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が
相対的に高まったと評価される。

第２節　南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象
（略）

１　半割れ（大規模地震）／被害甚大ケース（以下「半割れケース」という。）の概要
　南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震
発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合をいう。
　また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてモーメントマグニチュー
ド（以下 「Ｍ」という。）８以上の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相
対的に高まったと評価される。

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正

252 6 2 2

２　一部割れ（前震可能性地震）／被害限定ケース（以下「一部割れケース」という。）
の概要
　南海トラフ沿いで、大規模地震に比べて一回り小さい、Ｍｗ７クラスの地震が発生した
場合をいう。
　また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてＭｗ７以上、Ｍｗ８未満
の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価される。な
お、想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側50km 程度までの範囲で
発生したＭｗ７以上の地震についても、「一部割れケース」として取り扱われる。

２　一部割れ（前震可能性地震）／被害限定ケース（以下「一部割れケース」という。）
の概要
　南海トラフ沿いで、大規模地震に比べて一回り小さい、Ｍ７クラスの地震が発生した場
合をいう。
　また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてＭ７以上、Ｍ８未満の地
震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価される。なお、想
定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側50km 程度までの範囲で発生し
たＭ７以上の地震についても、「一部割れケース」として取り扱われる。

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正

253 6 2 2
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１２） （表・図） 南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正

255 6 3 1

１　南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時
　個々の状況に応じた防災対応を準備・開始する。
２　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時（半割れケース）
(1)　最初の地震発生から１週間を基本に、国からの呼びかけに応じ、次のような防災対
応を行う（巨大地震警戒対応）。
ア　日頃からの地震への備えを再確認等しながら通常の生活を行い、個々の状況に応じ、
すぐに逃げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯などを行う。
イ　地震発生後の対応では間に合わない可能性のある災害時要援護者等はあらかじめ移動
することを検討する（津波による浸水が想定される場所から移動しておくなど）。なお、
市による「避難指示」等は原則として行わない。
(2)　最初の地震発生から１週間経過以降２週間経過までの間を基本に、国からの呼びか
けに応じ、日頃からの地震への備えを再確認等しながら通常の生活を行い、個々の状況に
応じ、すぐに逃げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯などを行う。（巨大地震注意
対応）
(3)　最初の地震発生から２週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性
がなくなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行
う。

１　南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時
　巨大地震警戒対応に備え、情報収集に努める。
２　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時（半割れケース）
(1)　最初の地震発生から１週間を基本に、国からの呼びかけに応じ、次のような防災対
応を行う（巨大地震警戒対応）。
ア　日頃からの地震への備えを再確認等しながら通常の生活を行う。
イ　地震発生後の対応では間に合わない可能性のある災害時要援護者等はあらかじめ移動
することを検討する（津波による浸水が想定される場所から移動しておくなど）。なお、
市による「避難指示」等は原則として行わない。

(2)　最初の地震発生から１週間経過以降２週間経過までの間を基本に、国からの呼びか
けに応じ、日頃からの地震への備えを再確認等しながら通常の生活を行う。（巨大地震注
意対応）
 
(3)　最初の地震発生から２週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性
がなくなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行
う。

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正

255 6 3 1

３　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時（一部割れケース、ゆっくりすべり
ケース）
(1)　最初の地震発生から１週間（ゆっくりすべりの場合は、すべりの変化が収まってか
ら変化していた期間と概ね同程度の期間）を基本に、国からの呼びかけに応じ、日頃から
の地震への備えの再確認等しながら通常の生活を行い、個々の状況に応じ、すぐに逃げら
れる態勢の維持や非常持出品の常時携帯などを行う。（巨大地震注意対応）

３　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時（一部割れケース、ゆっくりすべり
ケース）
(1)　最初の地震発生から１週間（ゆっくりすべりの場合は、すべりの変化が収まってか
ら変化していた期間と概ね同程度の期間）を基本に、国からの呼びかけに応じ、日頃から
の地震への備えの再確認等しながら通常の生活を行う。（巨大地震注意対応）

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正

256 6 3 1
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１３） （表・図） 南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

257 6 3 4

(2)　広報手段等
　広報は、報道機関の協力を得て行うほか、インターネット、メールニュースかわさき
「防災気象情報」、緊急速報メール、防災行政無線、広報車、テレビ神奈川データ放送、
ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（削除）、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）、自主防災組織等を通じた伝達ルートを用いて行うとともに、職員に対しても
電子メール等により伝達する。
　また、外国人等への情報伝達について配慮するものとする。

(2)　広報手段等
　広報は、報道機関の協力を得て行うほか、インターネット、メールニュースかわさき
「防災気象情報」、緊急速報メール、防災行政無線、広報車、テレビ神奈川データ放送、
ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）、自主防災組織等を通じた伝達ルートを用いて行うとともに、職員に
対しても電子メール等により伝達する。
　また、外国人等への情報伝達について配慮するものとする。

時点修正

257 6 3 4

（資料編 災害情報等の放送に関する協定（かわさき市民放送株式会社））
（資料編 災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定
（ｲｯﾂ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社、株式会社ｼﾞｪｲｺﾑｲｰｽﾄ町田・川崎局、YOU ﾃﾚﾋﾞ株式会社））

（資料編 災害情報等の放送に関する協定（かわさき市民放送））
（資料編 災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定
（ｲｯﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社、株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ関東せたまち局、YOU ﾃﾚﾋﾞ株式会社））

時点修正

257 6 3 5

１　児童・生徒の安全確保【教育委員会】
　教育委員会事務局は、南海トラフ地震臨時情報の入手後速やかに学校に連絡し、学校は
避難場所や避難経路の確認等、在校の児童・生徒の安全確保に十分留意する（削除）。

１　児童・生徒の安全確保【教育委員会】
　教育委員会事務局は、南海トラフ地震臨時情報の入手後速やかに学校に連絡し、学校は
（新設）在校の児童・生徒の安全確保に十分留意するものとする。

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正

258 6 3 6

２　事業所等の対応
　事業所等は、日頃からの地震への備えを再確認する等警戒レベルを上げることを基本
に、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施した上で、催事等の実施を含め、できる限
り事業を継続することが望ましい。

２　事業所等の対応
　事業所等は、日頃からの地震への備えを再確認する等警戒レベルを上げることを基本
に、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施した上で、（新設）できる限り事業を継続
することが望ましい。

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ
ドライン改訂に伴う修正

259 6 3 8

３　鉄道【東日本旅客鉄道（横浜支社）、東海旅客鉄道、東急電鉄、京浜急行電鉄、京王
電鉄、小田急電鉄】
　原則運行を継続し、旅客等への情報伝達、列車の運行停止又は徐行、施設・設備の対
策・点検などの必要な対策を実施する。

３　鉄道【東日本旅客鉄道（横浜支社）、東海旅客鉄道、東急電鉄、京浜急行電鉄、（新
設）小田急電鉄】
  （新設）旅客等への情報伝達、列車の運行停止又は徐行、施設・設備の対策・点検など
の必要な対策を実施する。

時点修正

259 6 3 9 ２　電話通信【ＮＴＴ東日本株式会社】 ２　電話通信【東日本電信電話株式会社】 時点修正

261 7 1 2
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１４） （表・図） 時点修正

265 7 2 2

第０次非常体制
１　震度５弱の地震が発生した場合，その他必要な場合
第一次非常体制
１　震度５強の地震が発生した場合，その他必要な場合
２　地震以外の自然災害により、社会的な影響が大きいと考えられる重大な供給支障等の
事故が発生、または予想される場合
３　自然災害以外の理由により，社会的な影響が大きいと考えられる重大な供給支障等の
事故が発生、または予想される場合
４　地震警戒宣言等（東海地震予知情報、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒））が
発表された場合
５　当社の事業運営に大きな影響を及ぼす非常事態が発生した場合，または発生が予測さ
れる場合

第二次非常体制
１　震度６弱以上の地震が発生した場合
２　震度５弱・５強の地震が発生し，中圧又は低圧ブロックを供給停止した場合
３　地震以外の自然災害により、社会的な影響が極めて大きいと考えられる重大な供給支
障等の事故が発生、または予想される場合
４　自然災害以外の理由により，社会的な影響が極めて大きいと考えられる重大な供給支
障等の事故が発生、または予想される場合
５　当社の事業運営に極めて大きな影響を及ぼす非常事態が発生した場合，または発生が
予測される場合

第０次非常体制
１．震度５弱の地震が発生した場合、その他必要な場合
第一次非常体制
１．震度５強の地震が発生した場合、その他必要な場合
２．地震以外の自然災害により、社会的な影響が大きいと考えられる重大な供給支障等の
事故が発生、または予想される場合
３．地震警戒宣言等（東海地震予知情報、南海トラフ地震臨時情報、北海道・三陸沖後発
地震注意報）が発表された場合
（新設）

（新設）

第二次非常体制
１．震度６弱以上の地震が発生した場合
２．震度５ 弱・５ 強の地震が発生し， 中圧又は低圧ブロックを供給停止した場合
３．地震以外の自然災害により、社会的な影響が極めて大きいと考えられる重大な供給支
障等の事故が発生、または予想される場合
（新設）

（新設）

時点修正
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頁（修
正後）

部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

268 7 3 第３章　通信施設防災計画【ＮＴＴ東日本株式会社】 第３章　通信施設防災計画【東日本電信電話株式会社】 時点修正

268 7 3 2 第２節　支店の所在地　ＮＴＴ東日本株式会社　神奈川事業部 第２節　支店の所在地　東日本電信電話株式会社　神奈川事業部 時点修正

285 7 6 5
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１５） （表・図） 時点修正

287 7 7 4
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１６） （表・図） 時点修正

288 7 7 5
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１７） （表・図） 時点修正

292 7 8 4
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１８) （表・図） 組織改正に伴う修正

293 7 9 第９章 首都高速道路株式会社防災計画【神奈川局】 第９章 首都高速道路株式会社防災計画【神奈川管理局】 時点修正

296 7 10 1

第１節　計画の目的
　この計画は、横浜保全サービスセンターの管理する道路において、地震、大雨、暴風、
火災等により災害が発生する恐れがある場合又は、発生した場合において、これを未然に
防止し、又はその被害の拡大を防ぎ、復旧を迅速に行うために処理すべき事項を定め、
もって道路構造の保全と円滑・安全な交通確保を図ることを目的とする。

第１節　計画の目的
　この計画は、横浜保全サービスセンターの管理する道路において、地震、豪雨、暴風、
火災等により災害が発生する恐れがある場合又は、発生した場合において、これを未然に
防止し、又はその被害の拡大を防ぎ、復旧を迅速に行うために処理すべき事項を定め、
もって道路構造の保全と円滑・安全な交通確保を図ることを目的とする。

時点修正

296 7 10 2

第２節　防災体制
１　防災体制
　防災体制及び特別巡回（以下「防災体制等」という）は、次のとおりとする。

第２節　防災体制
１　防災体制
　　特別巡回及び防災体制（以下「防災体制等」という）は、次のとおりとする。

時点修正

296 7 10 2

3　防災体制等における組織及び事務分掌
（1）防災体制
　　地　　震
　　　地震時における警戒体制及び緊急体制の組織、構成員を定め実施するものとす
る。

（2）特別巡回
　　地　　震
　　　地震時における特別巡回は、別に定める「震災点検要領」に従って実施するものと
するが、管内を速やかに巡回させるものとする。

3　防災体制等における組織及び事務分掌
（1）特別巡回
　　地　　震
　　　地震時における特別巡回は、別に定める「震災点検要領」に従って実施するものと
するが、管内を２時間程度で巡回させるものとする。

（2）防災体制
　　地　　震
　　　地震時における警戒体制及び緊急体制の組織、構成員を定め実施するものとする。

時点修正

296 7 10 2

4　社員等の緊急連絡体制
　平日夜間及び休日における社員等の緊急連絡体制は、東京支社川崎道路管制センター
（以下「管制センター」という）より当番班長に連絡するものとする。

4　社員等の緊急連絡体制
　（新設）夜間及び休日における社員等の緊急連絡体制は、川崎道路管制センターより当
番課長に連絡するものとする。

時点修正

297 7 10 3

第３節　交通規制等
　１　交通規制
　　(１）交通規制の基準
「資料１」に定める基準に達した時に実施する所定の交通規制のほか、災害が発生したと
きは、その形態・状況に応じた交通規制を東京支社防災担当部署（以下「支社」とい
う。）及び管制センターに通知し、実施する。
この場合、警視庁、神奈川県警察高速道路交通警察隊（以下「高速隊」という。）と協議
するものとする。

第３節　交通規制等
　１　交通規制
　　(１）交通規制の基準
「資料１」に定める基準に達した時に実施する所定の交通規制のほか、災害が発生したと
きは、その形態・状況に応じた交通規制を支社防災担当課及び管制室に通知し、実施す
る。
この場合、警視庁、神奈川県警察高速道路交通警察隊と協議するものとする。

時点修正

297 7 10 3

２　滞留車両対策
（1）休憩施設内の車中車両対策
　「資料１」に定める基準で通行止めが予測される場合は、事前に料金所、休憩施設管理
者にその旨を連絡し、規制実施に伴う混乱の防止に努めるものとする。

２　停車車両対策
（1）休憩施設内の車中車両対策
　「資料１」に定める基準で通行止めが予測される場合は、事前に料金所、休憩施設営業
者にその旨を連絡し、規制実施に伴う混乱の防止に努めるものとする。

時点修正
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部 章 節 表や図の修正 修正後 修正前 修正理由

297 7 10 3

（2）本線滞留車両措置
　地震時の停止車両を除き、異常気象時における通行止めの規制を実施したときは、原則
として最寄りインターチェンジより車両を流出させるものとする。
　なお、災害の発生或いは発生の恐れがあるため、最寄りのインターチェンジより流出さ
せることが不可能な場合は、支社、高速隊と協議のうえ、中央分離帯開口部等により誘導
によって反転させ排除する等の措置を講ずる場合もある。

（2）本線内停滞車両排除
　地震時の停止車両を除き、異常気象時における通行止めの規制を実施したときは、原則
として最寄りインターチェンジより車両を流出させるものとする。
　なお、災害の発生或いは発生の恐れがあるため、最寄りのインターチェンジより流出さ
せることが不可能な場合は、支社、高速警察隊と協議のうえ、中央分離帯開口部等により
誘導によって反転させ排除する等の措置を講ずる場合もある。

時点修正

297 7 10 3

３　情報提供
　周辺道路管理者
　交通規制の情報は、管制センターの所掌する所定の可変情報板等の操作及び連絡体制に
よるほか、通行止めを実施したときは、周辺道路管理者等と情報を相互に交換し、周辺の
道路状況を把握するとともに、混乱の防止に努めるものとする。

３　情報提供
　周辺道路管理者
　交通規制の情報は、管制室の所掌する所定の可変情報板等の操作及び連絡体制によるほ
か、通行止めを実施したときは、周辺道路管理者等と情報を相互に交換し、周辺の道路状
況を把握するとともに、混乱の防止に努めるものとする。

時点修正

297 7 10 4

３　応援体制
（1）応援協力会社
　災害が発生した場合、早期に労務・資機材等を確保するため、建設会社等に協力・応援
を要請するものとする。

３　応援体制
（1）協力要請会社
　災害が発生した場合、早期に労務・資機材等を確保するため、地元建設会社等に協力・
応援を要請するものとする。

時点修正

299 7 10
表や図の修正

あり（別添）

（表・図１９） （表・図） 時点修正
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（表・図１） 

【修正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 

 

地 域 住 民

川崎市震度情報

ネットワークシステム

気 象 庁

計測震度計

（市管理１０箇所）

計測震度計

（気象庁）

計測震度計

（防災科研）

神奈川県震度情報

ネットワークシステム

防災行政無線
メールニュース

かわさき

Ｊアラート
Ｌアラート

(公共情報コモンズ)

気象情報

提供会社

（情報提供）

（広報） （広報） （広報）

（発表）

（報告）

（報告）

（資料編 市計測震度計一覧）

【川崎市震度情報ネットワークシステム構成図】
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（表・図２） 

【修正後】 

【災害情報の伝達構成図（震災対策用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 
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（表・図３） 

【修正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶長型地震の浸水予測図 

 

【修正前】 

（新設） 
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（表・図４） 

【修正後】 

＜慶長型地震の諸元＞ 

対象地震 慶長型地震 

地震規模 マグニチュード 8.5 

川崎港で予測される最大津波高 ※ 約 3.71ｍ 

最大津波高時の津波のみの高さ 約 2.81ｍ 

川崎市内の浸水深 
浅野町の一部ほか 2～3ｍ 

その他の地域 2ｍ以下 

川崎港への最大津波高の到達予想時間 約 96 分 

川崎市内浸水面積 約 18.3k ㎡（川崎区の約 45％） 

要避難対象者数 約 15 万人（内陸部 約 13 万人） 

 

※ 川崎港の潮位が朔望平均満潮位（大潮時の平均満潮水位：東京湾平均海面（T.P）＋0.90

ｍ時の高さにあると仮定した場合の津波高 （0.90ｍ＋2.81ｍ＝3.71ｍ） 

 

【修正前】 

（新設） 
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地域住民 ・ 事業所等

危機管理本部

気象庁

（広報）

【同報系防災行政無線、

メールニュースかわさき

「防災気象情報」、X等】

＜大津波警報・津波警報・津波注意報の伝達系統図＞

全国瞬時警報

システム

（J-ALERT）

消防庁

各局（本部）室区 市内防災関係機関

衛星回線

or

地上回線

各放送事業者

携帯電話

事業者

【緊急速報メール】

（放送）

大津波警報

津波警報

のみ

（表・図５） 

 

【修正後】 
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【修正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民 ・ 事業所等

危機管理本部

気象庁

（広報）

【同報系防災行政無線、

メールニュースかわさき

「防災気象情報」、X等】

＜大津波警報・津波警報・津波注意報の伝達系統図＞

全国瞬時警報

システム

（J-ALERT）

消防庁

各局（本部）室区 市内防災関係機関

衛星回線

or

地上回線

コミュニティＦＭ

(かわさきＦＭ)

携帯電話

事業者

【緊急速報メール】

（放送）

大津波警報

津波警報

のみ
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地域住民 ・ 事業所等

危機管理本部

気象庁

（広報）

【同報系防災行政無線、

メールニュースかわさき

「防災気象情報」、X等】

＜地震関連情報等の伝達系統図＞

全国瞬時警報

システム

（J-ALERT）

消防庁

各局（本部）室区 市内防災関係機関

衛星回線

or

地上回線

各放送事業者

携帯電話

事業者

【緊急速報メール】

（放送）

緊急地震速報

推定震度５弱以上

Ｌアラート
（災害情報共有システ

ム）

震度１以上

緊急地震速報

推定震度４以上

長周期地震動 階級３・４

【メールニュースか

わさき「防災気象

情報」、X等】

（表・図６） 

 

【修正後】 
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地域住民 ・ 事業所等

危機管理本部

気象庁

（広報）

【同報系防災行政無線、

メールニュースかわさき

「防災気象情報」、X等】

＜地震関連情報等の伝達系統図＞

全国瞬時警報

システム

（J-ALERT）

消防庁

各局（本部）室区 市内防災関係機関

衛星回線

or

地上回線

コミュニティFM

（かわさきFM）

携帯電話

事業者

【緊急速報メール】

（放送）

緊急地震速報

推定震度５弱以上

Ｌアラート
（公共情報コモンズ）

震度１以上

緊急地震速報

推定震度４以上

長周期地震動 階級３・４

【メールニュースか

わさき「防災気象

情報」、X等】

【修正前】 

 

 

60



内閣府 中央防災無線網 消防庁

消防防災無線等

衛星通信

中央防災

無線網

総合防災情報シ

ステム、防災行政

無線、MCA無線

県防災行政通信網

県災害情報管理システム

危機管理本部 防災行政無線・防災相互無線

無線電話

各局室

各事務所

総合防災情報シス

テム、同報系防災

行政無線

防災行政無線

消防無線

水道無線

港湾無線

各区

移動系防災行政無線

広域避難場所

地域防災拠点（市立中学校）

移動系防災行政無線

徒歩

市内防災関係機関

広域応援機関

（自治体等）

衛星通信・防災相互無線

避難所

（市立小・市立中・高校等）

避難所運営要員

タクシー会社

タクシー無線

被害状況

地域住民・事業所等

アマチュア無線

県災害対策課

〔災害発生時の情報収集及び伝達系統〕

（表・図７） 

 

【修正後】 
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内閣府 中央防災無線網 消防庁

消防防災無線等

衛星通信

中央防災

無線網

総合防災情報シ

ステム、防災行政

無線、MCA

県防災行政通信網

県災害情報管理システム

危機管理本部 防災行政無線・防災相互無線

無線電話

各局室

各事務所

総合防災情報シス

テム、同報系無線

防災行政無線

消防無線

水道無線

港湾無線

各区

移動系無線

広域避難場所

地域防災拠点（市立中学校）

移動系無線

徒歩

市内防災関係機関

広域応援機関

（自治体等）

衛星通信・防災相互無線

避難所

（市立小・市立中・高校等）

避難所運営要員

タクシー会社

タクシー無線

被害状況

地域住民・事業所等

アマチュア無線

県災害対策課

〔災害発生時の情報収集及び伝達系統〕

【修正前】 
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（表・図８） 

【修正後】 

協    定 実 施 者 

「災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定書」 
環境局 

「災害時における携帯トイレ等の提供協力に関する協定」 

 

 

 

 

【修正前】 

協    定 実 施 者 

「災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定書」 
環境局 

（新設） 
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（表・図９） 

【修正後】  

２ 応急救助の実施方法等 

救助の具体的な実施方法は、本計画の各章に定めるところによる。 

 

 

  

救 助 の 種 類 川 崎 市 地 域 防 災 計 画 に よ る 計 画 名  

避難所の供与 第４部 第６章 避難対策 

応急仮設住宅の供与 第４部 第15章  応急住宅対策 

食品の給与 第４部  第９章 物資等の供給 

飲料水の供給 第４部  第９章  物資等の供給 

生活必需品の給与 第４部  第９章  物資等の供給 

医療及び助産 第４部  第４章  医療救護・福祉対応 

被災者の救出 
第４部  第４章  医療救護・福祉対応 

第４部  第13章  行方不明者・遺体の捜索、遺体の取扱い 

福祉サービスの提供 第４部  第４章  医療救護・福祉対応 

被災した住宅の応急修理 第４部  第15章  応急住宅対策 

学用品の給与 第４部 第14章  文教対策 

埋葬 第４部 第13章  行方不明者・遺体の捜索、遺体の取扱い 

死体の捜索及び処理 第４部 第13章  行方不明者・遺体の捜索、遺体の取扱い 

障害物の除去 第４部 第15章 応急住宅対策 

64



【修正前】  

２ 応急救助の実施方法等 

救助の具体的な実施方法は、本計画の各章に定めるところによる。 

 

救 助 の 種 類 川 崎 市 地 域 防 災 計 画 に よ る 計 画 名  

避難所の供与 第４部 第６章 避難対策 

応急仮設住宅の供与 第４部 第15章  応急住宅対策 

食品の給与 第４部  第９章 物資等の供給 

飲料水の供給 第４部  第９章  物資等の供給 

生活必需品の給与 第４部  第９章  物資等の供給 

医療及び助産 第４部  第４章  医療救護・福祉対応 

被災者の救出 
第４部  第４章  医療救護・福祉対応 

第４部  第13章  行方不明者・遺体の捜索、遺体の取扱い 

（新設）  

被災した住宅の応急修理 第４部  第15章  応急住宅対策 

学用品の給与 第４部 第14章  文教対策 

埋葬 第４部 第13章  行方不明者・遺体の捜索、遺体の取扱い 

死体の捜索及び処理 第４部 第13章  行方不明者・遺体の捜索、遺体の取扱い 

障害物の除去 第４部 第15章 応急住宅対策 
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（表・図１０） 

 

【修正後】 

※ 震度の最大値の分布 

 

 

 

【修正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正前】 

※ 地表震度（東側ケース） 

 

川崎市 
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（表・図１１） 

 

【修正後】 

※ 津波による浸水図（最も浸水範囲が広いケース）（津波が堤防等を越流すると破堤すると仮定） 

 

 

 

【修正前】 

※ 津波による浸水図（最も浸水範囲が広いケース）（津波が堤防等を越流すると破堤すると仮定） 

 

浸水深（ｍ） 
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（表・図１２） 

 

【修正後】 
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【修正前】 
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（表・図１３） 

 

【修正後】 

 
地震発生から
の経過時間 

プレート境界のＭｗ８以上の地震 
（半割れケース） 

Ｍｗ７以上の地震 
（一部割れケース） 

ゆっくりすべり 

直後 
「ゆっくりすべ

りケース」は検
討が必要と認め
られた場合 
 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）の発表 
 

●個々の状況に応じた防災対応を準備・開始 

南海トラフ地震臨時情
報（調査中）の発表 

 
●今後の情報に注意 

（最短） 
２時間程度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）の発表 
＜巨大地震警戒対応＞ 
 

●日頃からの地震への備えを再確認等
しながら通常の生活を行い、個々の状況
に応じ、すぐに逃げられる態勢の維持や

非常持出品の常時携帯などを行う。 
 
●地震発生後の対応では間に合わない

可能性のある災害時要援護者等はあら
かじめ移動（津波による浸水が想定され
る場所から移動しておくなど） 
 

南海トラフ地震臨時情

報 
（巨大地震注意）の発表 
＜巨大地震注意対応＞ 

 
●日頃からの地震への
備えを再確認等しなが

ら通常の生活を行い、
個々の状況に応じ、すぐ
に逃げられる態勢の維

持や非常持出品の常時
携帯などを行う。 

南海トラフ地震臨時情

報 
（巨大地震注意）の発表 
＜巨大地震注意対応＞ 

 
●日頃からの地震への
備えを再確認等しなが

ら通常の生活を行い、
個々の状況に応じ、すぐ
に逃げられる態勢の維

持や非常持出品の常時
携帯などを行う。 

１週間 
 
 
 
 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注
意）の発表 

＜巨大地震注意対応＞ 
 
●日頃からの地震への備えを再確認等

しながら通常の生活を行い、個々の状況
に応じ、すぐに逃げられる態勢の維持や
非常持出品の常時携帯などを行う。 

 

●地震発生の可能性が
なくなったわけではな

いことに留意しつつ、地
震の発生に注意しなが
ら通常の生活を行う。 
 

２週間 ●地震発生の可能性がなくなったわけ

ではないことに留意しつつ、地震の発生
に注意しながら通常の生活を行う。 

ゆっくりすべり
の変化が収まっ

てから、変化し
ていた期間とお
おむね同程度の

期間が経過する
まで 

●地震発生の可能性が
なくなったわけではな

いことに留意しつつ、地
震の発生に注意しなが
ら通常の生活を行う。 
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【修正前】 

 

地震発生から
の経過時間 

プレート境界のＭ８以上の地震 
（半割れケース） 

Ｍ７以上の地震 
（一部割れケース） 

ゆっくりすべり 

直後 
「ゆっくりすべ

りケース」は検
討が必要と認め
られた場合 
 

南海トラフ臨時情報（調査中）の発表 
 

●情報収集に努める 

南海トラフ臨時情報（調
査中）の発表 

 
●今後の情報に注意 

（最短） 
２時間程度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１週間 

南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）の
発表 

＜巨大地震警戒対応＞ 
 
 

●日頃からの地震への備えを再確認等
しながら通常の生活を行う 
 
●地震発生後の対応では間に合わない
可能性のある災害時要援護者等はあら
かじめ移動（津波による浸水が想定され

る場所から移動しておくなど） 
 

南海トラフ臨時情報 
（巨大地震注意）の発表 

＜巨大地震注意対応＞ 
 
●日頃からの地震への

備えを再確認等しなが
ら通常の生活を行う 

南海トラフ臨時情報 
（巨大地震注意）の発表 

＜巨大地震注意対応＞ 
 
●日頃からの地震への

備えを再確認等しなが
ら通常の生活を行う 

 
 
 
 

２週間 

南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）の
発表 
＜巨大地震注意対応＞ 

 
●日頃からの地震への備えを再確認等
しながら通常の生活を行う 

 

●地震発生の可能性が
なくなったわけではな
いことに留意しつつ、地

震の発生に注意しなが
ら通常の生活を行う 
 

 
すべりが収まっ

たと評価される
まで 

●地震発生の可能性がなくなったわけ
ではないことに留意しつつ、地震の発生

に注意しながら通常の生活を行う。 

 
 
 
 

大規模地震 
発生まで 

●地震発生の可能性が
なくなったわけではな
いことに留意しつつ、地

震の発生に注意しなが
ら通常の生活を行う 
 

 

71



（表・図１４） 

【修正後】  

非 常 態 勢 の 情 勢 非常態勢の区

分 

・災害の発生が予想される場合 

・災害が発生した場合 

・電力制御システムへのサイバー攻撃によりシステムに異常が発生 

した場合 

・サイバー攻撃による停電が発生したと想定された場合 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

・警戒宣言※１が発せられた場合 

第１非常態勢

・大規模な災害が発生した場合 

・大規模な災害の発生が予想される場合 

・電気事故並びにサイバー攻撃による突発的な広範囲停電が発生 

した場合 

第２非常態勢

・大規模な災害が発生し、復旧に長期化が予想される場合 

・電力供給区域あるいは事業所のある都・県内で震度６弱以上の地震 

が発生した場合※２ 

第３非常態勢

   ※１：大規模地震対策特別措置法に基づく宣言を指す 

   ※２：本社（第一線事業所除く）は、長野県、新潟県、福島県、島嶼で震度６弱以

上の地震が発生した場合、第１非常態勢とする 

 

【修正前】  

非 常 態 勢 の 情 勢 非常態勢の区分 

・災害の発生が予想される場合 

・災害が発生した場合 
第１非常態勢 

・大規模な災害の発生が予想される場合 

・大規模な災害が発生した場合 

・電気事故による突発的な広範囲停電が発生した場合 

・東海地震注意情報が発せられた場合 

第２非常態勢 

・大規模な災害が発生し、復旧に長期化が予想される場合 

・サービス区域あるいは所属店所のある都・県内で震度６弱以上の 

地震が発生した場合  

・警戒宣言が発せられた場合 

第３非常態勢 
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（表・図１５） 

【修正後】  

資料２ 連絡系統図  

その１ 鉄道運転事故，電気事故，災害等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　 ※コンプライアンス部

　　　　　 担当役員は社長に連絡

　　　　　

　　　　　

※必要に応じて

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　　　　

          

　　　　　

　　　　　 （注７）

（注７）

（注10）

（注７）

（注７）

（注７）

（注７） ※電気事故のとき

※電気事故のとき

その２　業務上の死傷事故および火災盗難等

　　　　　

　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

※コンプライアンス部
担当役員は社長に連絡

（注２）

所轄警察署 コンプライアンス部長

取締役社長

10．

警察機関

高まった場合に通報するものとする

関係取締役

所轄消防署 人財戦略部長

事故，
災害等
発生

新しい価値共創室
部長

部内および部外の関係者に連絡するものとする。

２． 労働災害（死亡事故，死亡に準ずる重篤事故）
等が発生したときは，発生場所所轄労働基準
監督署，事務所所轄労働基準監督署に報告する。　

３． 第12条各号に定める重大事故等発生時は，

担当者
または
発見者

現業長 所属部長 鉄道本部長

　　　で示す取締役社長，関係取締役に
速報しなければならない。

新しい価値共創室課長

関東運輸局鉄道部
技術・防災第二課

保線課長
経済産業省関東東北産業
保安監督部電力安全課

通信課長

検修課長

車両部
関係区長

施設部
管理課長

施設部長

施設部
関係区長

※鉄道運転事故，輸送障害等が発生した
とき

最寄駅長 運輸司令 運転課長
※運輸安全委員会への速報は，国土交通
省鉄道局安全監理官付と関東運輸局鉄道
部安全指導課に行うことでなされる。車両部

管理課長
車両部長

所轄警察署
※災害のとき，建設部が担当する業務の
場合は，建設部長から連絡する。

所轄消防署

施設司令 建設部課長 建設部長 関東運輸局鉄道部
技術・防災第一課

医療機関

旅客サービス
司令

他の交通機関
国土交通省鉄道局

安全監理官付

※衝突・脱線・火災事故が発生したとき
（第２報以降は関東運輸局へ）

運輸営業部
関係駅区所長隣接駅長

運輸営業部
管理課長

運輸営業部長
関東運輸局鉄道部

安全指導課

速報しなければならない。

９． 対策本部が設置された場合， 　　　に 安全推進部
課長

安全推進部長 鉄道本部長 取締役社長
含まれる者への連絡は，運輸司令・施設司令

鉄道統括部長

※テロ事件，テロ未遂事件，テロ事件類似行
為があったとき６． 所定の連絡先に連絡が取れない場合は，

その者に代わり次の連絡先に連絡するもの

とする。 関東運輸局
鉄道部監理課７． 労働災害（死亡事故，死亡に準ずる重篤事故）

※テロ事件，テロ未遂事件，テロ事件類似行
為，その他不審な情報や悪質な悪戯等があっ
たとき

監督署，事務所所轄労働基準監督署に報告する。　

８． 第12条各号に定める重大事故等発生時は，

沿線自治体
最寄駅長に連絡しなければならない。

人財戦略部長

関係取締役

４． 運輸司令または施設司令から連絡を受けた

人財戦略部課長

施設司令は運輸司令および事故発生箇所の

国土交通省鉄道局
総務課危機管理室５． 鉄道本部各部長および総合司令所長は必要

人財戦略部課長

所属担当課長

に応じ列車無線により，最寄駅を経由せず，

直接運輸司令に速報することができる。

この場合，受報した運輸司令は，必ず事故

順次速報する。

２． 乗務員が事故を発見したときは，その状況

鉄道本部各課長は，部内関係者に連絡する

ものとする。

等が発生したときは，発生場所所轄労働基準

から対策本部への通報をもって行うものとする。

鉄道テロ事象等の発生または発生の蓋然性が

事業統括課長

事故，
災害等
発生

担当者
または
発見者

※施設部関係区長は，必要に応じて
特殊車両保有会社に連絡し，特殊車
両を手配する。 関係

グループ会社

（注） １． 現業長から連絡を受けた各課長は，

コンプライアンス部課長

に応じて鉄道本部長に報告するものとする。

　　　で示す取締役社長，関係取締役に

総合司令所長 報道機関

（注） １． 速報を受けた隣接駅長は，次の隣接駅長に

発生の最寄駅長に連絡しなければならない。

３． 変電所関係の事故が発生したときには，

新しい価値共創室課長
新しい価値共創室

部長

コンプライアンス部長コンプライアンス部課長
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【修正前】 

 その１　鉄道運転事故，電気事故，災害等

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　 ※総務部担当取締役は社長に連絡

　　　　　

　　　　　

　　　　　

※必要に応じて

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　　　　

          

　　　　　

　　　　　 （注７）

          

（注７）

（注７）

（注７）

（注７）

（注７） ※電気事故のとき

※電気事故のとき

その２　業務上の死傷事故および火災盗難等

　　　　　

　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

※総務部担当取締役は社長に連絡

（注２）

総合司令所長 報道機関

関係取締役
直接運輸司令に速報することができる。

新しい価値共創室
課長

新しい価値共創室
部長

（注） １．

人財戦略部長
３． 変電所関係の事故が発生したときには，

に応じ列車無線により，最寄駅を経由せず，
総務部長リスク管理課長

人財戦略部課長

この場合，受報した運輸司令は，必ず事故

速報を受けた隣接駅長は，次の隣接駅長に

順次速報する。

沿線自治体
最寄駅長に連絡しなければならない。

４． 運輸司令または施設司令から連絡を受けた

２． 乗務員が事故を発見したときは，その状況

発生の最寄駅長に連絡しなければならない。

鉄道本部各課長は，部内関係者に連絡する

ものとする。 国土交通省鉄道局
総務課危機管理室５． 鉄道本部各部長および総合司令所長は必要

施設司令は運輸司令および事故発生箇所の

　　　で示す取締役社長，関係取締役に

に応じて鉄道本部長に報告するものとする。 ※テロ事件，テロ未遂事件，テロ事件類似行
為があったとき６． 所定の連絡先に連絡が取れない場合は，

その者に代わり次の連絡先に連絡するもの

とする。 関東運輸局
鉄道部監理課７． 労働災害（死亡事故，死亡に準ずる重篤事故）

９． 対策本部が設置された場合， 　　　に 安全推進部
課長

安全推進部長 鉄道本部長

等が発生したときは，発生場所所轄労働基準 ※テロ事件，テロ未遂事件，テロ事件類似行
為，その他不審な情報や悪質な悪戯等があっ
たとき

監督署，事務所所轄労働基準監督署に報告する。　

８． 第12条各号に定める重大事故等発生時は，

含まれる者への連絡は，運輸司令・施設司令

から対策本部への通報をもって行うものとする。

鉄道テロ事象等の発生または発生の蓋然性が

事業統括課長 鉄道統括部長

速報しなければならない。

旅客サービス
司令

他の交通機関
国土交通省鉄道局

安全監理官付

※衝突・脱線・火災事故が発生したとき
（第２報以降は関東運輸局へ）

運輸営業部
関係駅区所長隣接駅長

運輸営業部
管理課長

運輸営業部長
関東運輸局鉄道部

安全指導課

事故，
災害等
発生

担当者
または
発見者

※鉄道運転事故，輸送障害等が発生した
とき

最寄駅長 運輸司令 運転課長
※運輸安全委員会への速報は，国土交通
省鉄道局安全監理官付と関東運輸局鉄道
部安全指導課に行うことでなされる。車両部

管理課長
車両部長

検修課長

車両部
関係区長

所轄警察署
※災害のとき，建設部が担当する業務の
場合は，建設部長から連絡する。

所轄消防署

施設司令 建設部課長 建設部長 関東運輸局鉄道部
技術・防災第一課

医療機関

※施設部関係区長は，必要に応じて
特殊車両保有会社に連絡し，特殊車
両を手配する。 関係

グループ会社

（注） １． 現業長からから連絡を受けた各課長は，

施設部
管理課長

保線課長

通信課長

事故，
災害等
発生

担当者
または
発見者

部内および部外の関係者に連絡するものとする。

２． 労働災害（死亡事故，死亡に準ずる重篤事故）
等が発生したときは，発生場所所轄労働基準
監督署，事務所所轄労働基準監督署に報告する。　

３． 第12条各号に定める重大事故等発生時は，
　　　で示す取締役社長，関係取締役に
速報しなければならない。

所轄警察署 総務部長

所轄消防署 人財戦略部長

現業長 所属担当課長 所属部長 取締役社長

10．

高まった場合に通報するものとする。

リスク管理課長

人財戦略部課長

関係取締役

鉄道本部長

取締役社長安全統括管理者

警察機関

（注10）

新しい価値共創室
課長

新しい価値共創室
部長

施設部
関係区長

施設部長
関東運輸局鉄道部
技術・防災第二課

経済産業省関東東北産業
保安監督部電力安全課
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（表・図１６） 

【修正後】  

エリア 運転規制区間 帰属地震計 

１ 京王新線 笹塚・下北沢 

２ 京王線（新宿～つつじヶ丘） 笹塚・千歳烏山・下北沢・富士見ヶ丘 

３ 

京王線（つつじヶ丘～京王八王

子） 

競馬場線、動物園線 

京王多摩川・府中・聖蹟桜ヶ丘・長沼 

４ 高尾線 長沼・高尾山口 

５ 相模原線 京王多摩川・聖蹟桜ヶ丘・京王多摩センター・橋本 

６ 井の頭線 笹塚・千歳烏山・下北沢・富士見ヶ丘 

 

【修正前】  

エリア 運転規制区間 帰属地震計 

１ 京王新線 笹塚・下北沢 

２ 京王線（新宿～つつじヶ丘） 笹塚・千歳烏山・下北沢・富士見ヶ丘 

３ 

京王線（つつじヶ丘～京王八王

子） 

競馬場線、動物園線 

調布・府中・聖蹟桜ヶ丘・長沼 

４ 高尾線 長沼・高尾山口 

５ 相模原線 調布・聖蹟桜ヶ丘・京王多摩センター・橋本 

６ 井の頭線 笹塚・千歳烏山・下北沢・富士見ヶ丘 
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（表・図１７） 

【修正後】  

 

本社 

本社災害対策本部長 

鉄道事業本部長 

鉄道事業本部副本部長 

 

本社災害対策本部員 

計画管理部長 

安全推進部長 

鉄道営業部長 

工務部長 

車両電気部長 

 

 連絡・調整班 

災害調査班 

旅客対策班 

運転対策班 

死傷者対策班 

軌道対策班 

土木対策班 

建築対策班 

電力対策班 

通信対策班 

車両対策班 

計画管理部 

安全推進部 

鉄道営業部 

  〃 

安全推進部 

工 務 部 

  〃 

  〃 

車両電気部 

  〃 

  〃 

企画管理担当 

安全推進担当 

お客さまサービス担当 

運転担当 

鉄道テロ・災害対策担当 

保線担当 

土木担当 

建築担当 

電力担当 

通信担当 

車両企画担当 

   

  〔現地対策本部〕 

指令本部 

運輸指令所長 

各部課長 

 京王線東部地区災害対策本部 

本部長…桜上水乗務区長または関係部長（課長） 

  京王線西部地区災害対策本部 

本部長…高幡不動乗務区長または関係部長（課長） 

  相模原線地区災害対策本部 

本部長…若葉台乗務区長または関係部長（課長） 

  井の頭線地区災害対策本部 

本部長…富士見ヶ丘乗務区長または関係部長（課長） 
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【修正前】  

 

本社 

本社災害対策本部長 

鉄道事業本部長 

鉄道事業本部副本部長 

 

本社災害対策本部員 

計画管理部長 

（新設） 

鉄道営業部長 

工務部長 

車両電気部長 

 

 連絡・調整班 

災害調査班 

旅客対策班 

運転対策班 

死傷者対策班 

軌道対策班 

土木対策班 

建築対策班 

電力対策班 

通信対策班 

車両対策班 

計画管理部 

安全推進部 

鉄道営業部 

  〃 

安全推進部 

工 務 部 

  〃 

  〃 

車両電気部 

  〃 

  〃 

企画管理担当 

安全推進担当 

営業課 

運転課 

鉄道テロ・災害対策課 

保線課 

土木課 

建築課 

電力課 

通信課 

検車課 

   

  〔現地対策本部〕 

指令本部 

運輸指令所長 

各部課長 

 京王線東部地区災害対策本部 

本部長…桜上水乗務区長または関係部長（課長） 

  京王線西部地区災害対策本部 

本部長…高幡不動乗務区長または関係部長（課長） 

  相模原線地区災害対策本部 

本部長…若葉台乗務区長または関係部長（課長） 

  井の頭線地区災害対策本部 

本部長…富士見ヶ丘乗務区長または関係部長（課

長） 
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（表・図１８） 

【修正後】 

資料 総合対策本部組織  

 

総 合 対 策 本 部 組 織 

 

総 合 対 策 本 部 

   本 部 長  社長 

   副本部長  本部長が指名した者 

     本 部 員  常勤役員、グループ経営部長、デジタル変革推進部長、財務部長、 

         総務部長、広報部長、安全・技術部長 

   事 務 局  総務部 

 

アセット事業対策検討チーム 

鉄道対策検討チーム 

   チ ー ム 長  交通サービス事業本部長        生活事業推進対策検討チーム 

   副チーム長  安全・技術部長 

   チ ー ム 員  交通サービス事業本部の各部長     グループ対策検討チーム 

およびチーム長が指名した者 

                             広報チーム 

   事 務 局  安全・技術部 

 

 

運輸司令所    電気司令所 

 

 

鉄道現地対策チーム 

                        チ ー ム 長   鉄道対策検討チーム長が指名した者 

       （チーム長着任までは各現業長） 

 副チーム長  チーム長が指名した者 

 

          

（チーム員） 

 

班責任者： 

現業長または 

チーム長が 

指名した者 
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【修正前】 

資料 総合対策本部組織  

総 合 対 策 本 部 組 織 

 

総 合 対 策 本 部 

   本 部 長  社長 

   副本部長  本部長が指名した者 

     本 部 員  執行役員、グループ経営部長、デジタル変革推進部長、財務部長、 

         総務部長、広報部長、安全・技術部長 

   事 務 局  総務部 

 

アセット事業対策検討チーム 

鉄道対策検討チーム 

   チ ー ム 長  交通サービス事業本部長        生活事業推進対策検討チーム 

   副チーム長  安全・技術部長 

   チ ー ム 員  交通サービス事業本部の各部長     グループ対策検討チーム 

およびチーム長が指名した者 

                             広報チーム 

   事 務 局  安全・技術部 

 

 

運輸司令所    電気司令所 

 

 

鉄道現地対策チーム 

                        チ ー ム 長   鉄道対策検討チーム長が指名した者 

       （チーム長着任までは各現業長） 

 副チーム長  チーム長が指名した者 

 

          

（チーム員） 

 

班責任者： 

現業長または 

チーム長が 

指名した者 

 

 

運 

転 

班 

車 

両 

班 

旅 

客 

班 
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（表・図１９） 

【修正後】  
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【修正前】  
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